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会議録 

平成 27年第４回更別村議会定例会 

 

１ 開催年月日  平成 27年 12月 15日 

２ 招集の場所  更別村役場３階議事堂 

３ 開会・開議  12月 15 日 10時 00分宣告 

４ 応集議員   全議員 

５ 出席議員   （８名） 

   議 長 松橋昌和  副議長 本多芳宏 

   １ 安村 敏博   ２ 太田 綱基   ３ 髙木 修一    

   ４ 織田 忠司   ５ 上田 幸彦   ６ 村瀨 泰伸 

６ 地方自治法第 121条の規定による説明員 

村       長 西山 猛   副 村 長 森 稔宏 

教 育 長 荻原 正   農 業 委 員 会 長 織田忠司 

代 表 監 査 委 員 笠原幸宏   会 計 管 理 者 金曽隆雄    

総 務 課 長 吉本正美   企 画 政 策 課 長 髙橋祐二    

産 業 課 長 本内秀明   住 民 生 活 課 長 宮永博和 

建 設 水 道 課 長 佐藤成芳   保 健 福 祉 課 長 安部昭彦 

診 療 所 事 務 長 佐藤敬貴   教 育 次 長 新関 保 

農業委員会事務局長 小林浩二 

７ 職務のため出席した議会事務局職員 

   事務局長  末田晃啓   書記  酒井智寛 小野山果菜 

８ 議事日程 

日程第１  会議録署名議員指名の件 

日程第２ 議案第67号 行政手続における特定の個人を識別するための番

号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用

に関する条例制定の件 

日程第３ 請願第３号 ＴＴＰから農業・農村及び国民の命と暮らしを守

る請願書の件 

日程第４ 意見書案第11号 ＴＴＰから農業・農村及び国民の命と暮らしを守

ることを求める意見書の件 

日程第５  村政に関する一般質問 

日程第６  議員の派遣の件 

日程第７  閉会中の所管事務調査の件 

９ 会議録署名議員の指定 

   議長は会議録署名の指定に次の２名を指名した。 

   １ 安村 敏博   ２ 太田 綱基 
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 議 事 の 経 過                                   

 

議   長 ただいまの出席議員は、８名であります。 

定足数に達しております。 

これよりただちに本日の会議を開きます。 

本日の議事日程は、あらかじめお手もとに配布したとおりでありま

す｡ 

議   長  日程第１、会議録署名議員の指名を行います｡ 

 会議録署名議員は、会議規則第 125条の規定により議長において、 

１番安村さん、２番太田さんを指名いたします｡ 

議   長 日程第２、議案第 67号、行政手続における特定の個人を識別するた

めの番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例

制定の件を議題といたします。 

 議案第 67号について、委員長に審査報告を求めます。 

   安村総務厚生常任委員長 

総務厚生常任委員長 それでは、議案第 67号に関する総務厚生常任委員会よりの報告をさ

せていただきます。第４回定例会において、総務厚生常任委員会に付

託されました議案について、12月 11日、担当課長の出席を求め、委員

会を開催し、審査を行いました。その結果についてご報告申し上げま

す。議案第 67号、行政手続における特定の個人を識別するための番号

の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例制定の件

は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関

する法律第９条第２項に基づく個人番号の利用に関し、必要な事項を

定めるものです。慎重に審査をいたしました結果、当委員会は原案の

とおり可決すべきものと決定いたしました。以上で、審査の報告とい

たします。 

議   長 これで、総務厚生常任委員長からの報告を終わります。 

委員長報告が終わりましたので、これから質疑を行います｡ 

 議案第 67号についての、委員長報告に対する質疑の発言を許します｡ 

（ありませんの声あり） 

議   長  これで質疑を終わります。 

これから討論に入ります。 

委員長報告は、可決であります。 

これから議案第 67号に対する討論を行います。 

 討論の発言を許します。 

 （委員長案賛成の声あり） 

議   長  これで討論を終わります｡ 

おはかりをいたします。 

 議案第 67号に対する委員長報告は、可決であります。 

 議案第 67号は、委員長の報告のとおり決定することにご異議ありま
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せんか。 

 （異議なしの声あり） 

議   長 異議なしと認めます｡ 

したがって、議案第 67号は可決をされました。 

議   長 日程第３、請願第３号、ＴＰＰから農業・農村及び国民の命と暮ら

しを守る請願書の件を議題といたします｡ 

 本件について、委員長に審査報告を求めます。 

   村瀨産業文教常任委員長 

産業文教常任委員長  第４回定例会におきまして、産業文教常任委員会に付託されました

請願第３号について、12月 11日に委員会を開催し、審査を行いました。

その結果について報告いたします。ＴＰＰ交渉が大筋合意に至り、農

林水産物は、全体の８割が即時もしくは段階的関税撤廃となる等、我

が国においてかつてない農畜産物市場の開放がなされる結果となりま

した。ＴＰＰ交渉の守秘義務を理由に、情報の開示や国民的議論が一

切なされぬまま、国会決議との整合性が厳しく問われる内容で決着し、

また、食の安全・安心や医療制度、ＩＳＤＳ条項等、国民の懸念事項

に関しても疑念は完全には解消されておりません。農業の担い手が将

来にわたり、意欲と希望をもって営農を継続でき、地域経済・社会及

び国民の命と暮らしが、ＴＰＰによって脅かされることがないよう国

に対し意見書を提出することを求めるものです。当委員会におきまし

ては、慎重に審査した結果、本件は、願意妥当と認め、採択すべきも

のと決定いたしました。以上、審査の報告といたします。 

議   長 これで、産業文教常任委員長からの報告を終わります。 

委員長報告が終わりましたので、これから質疑を行います｡ 

 請願第３号についての、委員長報告に対する質疑の発言を許します｡ 

 （ありませんの声あり） 

議   長 これで質疑を終わります｡ 

これから討論に入ります。 

委員長報告は、採択であります。 

これから請願第３号に対する討論を行います。 

 討論の発言を許します。 

 （委員長案に賛成の声あり） 

議   長  これで討論を終わります｡ 

おはかりをいたします。 

 請願第３号に対する委員長報告は、採択であります。 

 請願第３号は、委員長の報告のとおり決定することにご異議ありま

せんか。 

 （異議なしの声あり） 

議   長 異議なしと認めます｡ 

 したがって、請願第３号、ＴＰＰから農業・農村及び国民の命と暮
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らしを守る請願書の件は採択と決定をいたしました。 

 この際、午前 10時 10分まで休憩をいたします｡   （10時 08分） 

議   長 休憩前に引き続き会議を開きます。         （10時 10分） 

 おはかりをいたします。 

休憩中に１番安村さんから、意見書案第 11号、ＴＰＰから農業・農

村及び国民の命と暮らしを守ることを求める意見書の件が提出をされ

ました。 

 この際、これを日程に追加をし、ただちに議題としたいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

 （異議なしの声あり） 

議   長  異議なしと認めます。 

 したがって、意見書案第 11号、ＴＰＰから農業・農村及び国民の命

と暮らしを守ることを求める意見書の件を日程に追加し、議題とする

ことに決定をしました。 

議   長 日程第４、意見書案第 11号、ＴＰＰから農業・農村及び国民の命と

暮らしを守ることを求める意見書の件を議題といたします｡ 

提案理由の説明を求めます｡ 

   １番 安村さん 

1番安村議員 それでは、意見書案第 11号のご提案を申し上げたいというふうに思

います。ＴＰＰから農業・農村及び国民の命と暮らしを守ることを求

める意見書の提案理由を申し上げます。10 月５日に米国アトランタの

閣僚会議において、ＴＰＰ交渉が大筋合意に至り、農林水産物は、全

体の８割が即時もしくは段階的関税撤廃となる等、我が国においてか

つてない農畜産物市場の開放がなされる結果となりました。ＴＰＰ交

渉の守秘義務を理由に、情報の公開や国民的議論が一切なされぬまま、

国会決議との整合性が厳しく問われる内容で決着し、また、食の安全・

安心や医療制度、ＩＳＤＳ条項等、国民の懸念事項に関しても疑念は

完全には解消されておりません。農業の担い手が将来にわたり、意欲

と希望をもって営農を継続でき、地域経済・社会及び国民の命と暮ら

しが、ＴＰＰによって脅かされることがないよう、国に対しＴＰＰ合

意内容の全容と影響、さらには国会決議との整合性について説明責任

を果たすとともに、生産者の不安を払拭し持続可能な農業を確立する

こと、我が国の食料安全保障や食の安全・安心の必要性、農業・農村

の果たす役割を十分に理解し政治を進めることを求めるため、別紙意

見書を、上田議員の賛成を得て提出するものであります。ご賛同賜り

ますよう、よろしくお願いを申し上げまして提案の理由といたします。 

議   長 説明が終わりましたので、これから本案に対する質疑を行います｡ 

 質疑の発言を許します｡ 

（ありませんの声あり） 

議   長 これで質疑を終わります｡ 
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これから本案に対する討論を行います｡ 

討論の発言を許します｡ 

(原案賛成の声あり） 

議   長  これで討論を終わります｡ 

これから意見書案第 11号、ＴＰＰから農業・農村及び国民の命と暮

らしを守ることを求める意見書の件を採決いたします。 

 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

 （異議なしの声あり） 

議   長 異議なしと認めます｡ 

 したがって、意見書案第 11号は原案のとおり可決されました。 

議   長 日程第５、村政に関する一般質問を行います｡ 

順次発言を許します｡ 

  ６番 村瀨さん 

６番村瀨議員 議長のお許しをいただきましたので、通告に従いまして一般質問さ

せていただきます。村長にでございますけど、始めに今年５月に見事

当選されました西山村長でございます。そのマニフェストには、村づ

くりの三原則が掲げられ、そしてすべてが村民のために、一人ひとり

が輝く村として、17 項目掲げられました。そのマニフェストを達成す

るためにも、村づくりの基本となります第６次総合計画の策定が、平

成 29年、あと２年と迫っております。これは非常に重要で、また大変

な作業でございますが、この機会を得られたという西山村政は、誠に

幸運であるとも思っております。そこで、ひとつ前の総合計画の第４

期では、基盤整備等が何々を作る、といった非常にハード面の力強い

メッセージになっております。だれもが夢や希望に心弾ませることが

できる村、そうなるよう住民の積極的参画と、関係機関の協力をお願

いして、公私協働で推進したいとしております。更別村がどんどん、

こう変わっていくというか、何か勢いがあったような、そういう総合

計画でもありました。現総合計画、第５期におきましては少し変わり

まして、現実的で何々を高めるといった言葉が多く使われ、より安心

で心の豊かさを求めて、いつまでも住み続けたいまちとなるよう、住

民と行政が一体となって取り組む、新しいまちづくりが重要で、協働

のまちづくりを広めたいとしております。この中で、第４章ではさら

に、協働で感動するまちづくりとして、住民主導、地域協働のまちづ

くり体制を構築するとしております。更別村も財政的に厳しく、住民

ニーズの多様化に対応するためには、行政だけでは難しい時代に入っ

たと、そういうような総合計画でもありました。人口動向から見ます

と、第４期では平成 19年目標で 3,500人と、少し上乗せした数字にな

ってございます。でも第５期では、現実を見据えて、平成 29年目標で

3,300人と微減とした、そういった目標でもあります。まさに現実に沿

った計画になっていると思います。そこで 10年を経まして、確実に社
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会インフラ整備が進み、また農業基盤整備が進んで、生活の改善がさ

れました。更別村がある意味大きく変わったことだと思います。そし

てさらに 10年を経て、安定した生活を営み、成熟された社会を迎え、

他町村と比べても安心して、いつまでも住み続けたい村ができたと思

っております。そこで、第６期総合計画の策定に向けてですが、私は

20 年経っても変わらないことの１つに、住民参画というキーワードだ

と思ってます。繰り返しになりますけれど、総合計画の冒頭には、第

４期では、多くの皆さまの積極的な参画、また第５期では、住民と行

政がともに一体となって新しいまちづくり、協働のまちづくりを広め

たいとしております。始めには、第５期のその総合計画を検証しなき

ゃなりませんが、この 20年間、住民と一緒に村づくりを進めるという

考え方は一貫していますが、どうも考えているに留まってような感じ

がいたします。アンケートや懇談会等で、村民の意見を聞くところま

ではかなり広まってきておりますが、行政主導的なその体質は変わっ

ていないな、と私は思ってございます。そこで、６月の一般質問で、

私は職員の人事評価についてお尋ねしました。職員の意識改革、成さ

れているのか、またその成果はどうなっているのかと。それに村長は、

１つ目に、それを阻むものとしては、いろいろな前例主義とか予算消

化主義とか、当事者主義とか、いろんな要因があるが、そういう思考

回路を修正していく意味での意識改革は、職員の聞き取りや話を勘案

して、文書等を読んでいる中では、成されている途上にあるのではな

いかというような答弁をされました。また住民のために仕事をする行

政マンのプロとして課せられている、非常に重要であるというお答え

もありますが、さらに２つ目として、ここが変わった、ここが良くな

ったということは、明確な数字では示すことが難しいとしながらも、

潜在的能力の発掘、組織力のアップ、住民のための住民サービスの向

上をつくり上げるためには、みんなで汗をかいて、切磋琢磨して、住

民のために働くというようなところに結びつけたいとしております。

要約しますと、目的や目標とするところの行政マンとして課せられて

いることや、成せられないことは、明確でありますけれど、６月時点

では、村長は考えているところまで、村長の考えているところまでは

達成されてない、そんなようなことで私は理解してございます。その

ことを踏まえてですね、以下３つの点について質問させていただきま

す。来年度予算財源の見通し、地方交付税の予定等をふまえて、第５

期総合計画の進捗状況についてお尋ねします。２つ目としまして、第

６期総合計画の策定の取り組みが、住民参画、住民と行政が一体とな

って進める考えはあるのか。もしあるとすれば、その具体的な方法を

お示しください。３つ目に、協働のまちづくりはどこまで進められて

いるのか。今後も継承されるのか、さらに広めていく考えはあるのか、

もしあるとすればその事業をお示しください。第５期ではですね、市
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町村合併でかなり苦労しました。また第６期では今、地方創生と難題

を課せられております。住民と一体的に進める協働のまちづくり、こ

れは聞こえの良い、住民が自立し、成熟された社会となったというこ

とかもしれませんけれど、私はその背景には国の財政問題が大きく影

響していると思います。今更申し上げることもないんですが、更別村

の財政は健全ではあるけれど、決して豊かではありません。歳入の半

分は、地方交付税にあるわけです。更別村が自立した、基礎的自治体

としてやっていける、そもそもの問題として財源確保が重要で、これ

がまた地方創生にも繋がるものだと思っています。今村長のやる気と

本気を示してですね、村職員を同じベクトルに向かわせることが大事

だ、大変重要であると私は考えてございます。どうか村長のリーダー

シップの下で、自ら汗をかき、職員を動かしてください。村長のお考

えをお伺いいたします。 

議   長   西山村長 

村   長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

村瀨議員さんのご質問にですね、お答えをいたします。まず最初に

ですね、第５期更別村総合計画の進捗状況でございますけれども、平

成 20年から 29年までの 10年間におきまして、まちづくりをテーマに、

いつまでも住み続けたいまち、豊かさ、安心、笑顔あふれる夢大地と

して、第４期総合計画で整備した夢大地に、これからもずっと住み続

けていく、住み続けたいと思えるまちづくりを目標に、取り組みを進

めてまいったところであります。現在８年を経過するにあたり、この

間、基幹産業であります農業の基盤整備や、インフラとなるですね、

道路整備、地域密着型介護老人福祉施設の誘致や憩の家の建設、改善

センター等、既存施設のですね、大型、大規模改修等によりですね、

住みやすい環境づくりを進めてまいりました。また産業、福祉、医療、

教育、文化、スポーツ等の面につきましてもですね、ソフト事業等に

取り組み、総合計画の実施計画に登載の事業について、ほぼ計画に沿

ってですね、事業評価を行い、実施をしているところでございます。

総合計画では、策定時においてアンケート結果で得られた指標の住み

やすさについてですね、住みよいまたはどちらかといえば住みよいが

86.6％、この数値をですね、90％にするようにですね、目標としてお

ります。今回、地方創生総合戦略策定時において、若干設問は異なり

ますけれども、住んだ満足度についてですね、回答をいただいており、

満足、どちらかといえば満足の回答がですね、88.4％と、目標値まで

は達成していませんが、数値は伸びている状況にあるところでありま

す。このような中ですね、総合計画の期間もあと残すところですね、

２年となりました。新たな総合計画のですね、策定を考える必要があ

るところであります。第５期総合計画策定時においてですね、地方自

治法により、基本構想の策定が地方自治体に義務付けられておりまし

たけれども、2011 年の地方自治法の改正により、基本構想の策定義務
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がなくなっているところであります。しかしながら、総務大臣から個々

の自治体の判断で、地方議会の議決を経て、基本構想の策定を行うこ

とが可能である旨の通知が出されておりますし、現在においても、各

地方公共団体において、総合計画が策定されているところであります。

これらを踏えてですね、更別村においても、第６期のですね、総合計

画策定に向けた準備を進めてまいりたいと思っております、考えてお

ります。その策定にあたっては、住民意見の反映を考慮し、その手法

についても、前回実施の住民検討会議や、アンケート、またこれら以

外のですね、新しい手法についてもですね、検討してまいりたいとい

うふうに考えております。次に協働の取り組みですけれども、第５期

更別村総合計画において、住民と行政が一体となって取り組む、協働

で感動するまちづくりを４つの基本目標のうちの１つに位置付けてお

りまして、ともに汗を流す協働のまちづくりを推進しています。協働

の取り組みは、平成 17年より、協働の考え方に基づく住民協働事業の

検討が行われ、住民検討会議の開催等を経て、協働の考え方の確認、

協働活動領域事業の検討、ボランティア事業における課題の整理、協

働活動の形態、支援策の検討等を行い、平成 18年度に道路支障木伐採、

排水路支障木伐採、３次路線除雪についてですね、事業要領を作成し

活動に取り組むとともに、平成 20年４月には住民協働で感動するまち

づくりの推進方策策定、更別村住民協働事業交付金要綱の制定がなさ

れ、現在においても道路支障木の伐採作業、排水路支障木の伐採事業、

市街地公園等の環境整備作業、村有地等のですね環境整備、村道第３

次路線除雪作業、市街地道路の管理作業等が行われております。平成

26年度実績ではですね、16行政区においてですね、進められていると

ころであります。今後におきましても、地域の様々な課題について、

住民と行政がともに協力、連携する協働型の社会づくりがですね、村

づくりに欠かせない取り組みであると考えております。今までの事業

を継承しながらも、地域の諸課題やニーズに対応できるように、新た

な事業も想定し、今後の事業、協働事業のあり方についてですね、検

討を進めてまいりたいと考えております。以上、答弁といたします。 

 議   長   ６番 村瀨さん 

６番村瀨議員 大変ありがとうございます。何かあの、私が想定した以上にですね、

いい回答があったかなと思っておりますけど、１番目のですね、私の

要旨としましては、まあちょっと財源の見通しというところに、実は

触れておりました。それは何と関係するかというと、どういう村づく

りしたいかというところについての、その裏づけとなるものの見通し

がある程度、まあこれは総合計画ではないかもしれませんけれど、立

たれた中での話だということで確認したんですけど、まあいずれにし

ても、地方創生というのはですね、今後キーワードになってくるんだ

なというふうに思っております。そしてまた、総合計画も、色濃くな
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られているような、私はイメージを持っておりますが、そこでですね、

策定方法なんですが、質問させていただきます。かなり村長のやる気

が少し見えてきました。それで、実はこの住民と一体とした取り組み

ができるかできないかということよりも、するかしないかというよう

なことで、再度質問したいと思いますけれど、村長あの、充分にここ

のところは理解していると思います。今住民と行政が一体とならなき

ゃならない、住民参画する、いわば協働の村づくりに、この結びつけ

る、まさにここが接点だと思います。再度確認させてください。どん

な手法であれど、検討しているという中では、するかしないかという

ところで検討されてると思いますけど、再度お答え願います。 

議   長  村長、財源の答えしてませんよ。 

  西山村長 

村   長 すいません。質問ですね、趣旨にうまく答えられなくて大変申し訳

ありませんでした。財源の部分についてはですね、もちろんですね、

私、公約として掲げました子育て支援とかですね、基幹産業の農業振

興等々含めましてですね、これやっぱり裏付けがないとですね、でき

ないということであります。その部分についてはですね、前も一度申

し上げたとは思うんですけれども、いわゆるですね、交付税が削減さ

れてきているということもありますけれども、その部分、あるいはで

すね、基金として積み立てている部分、あるいは様々なですね、それ

に頼りきってはいけないと思いますけど、報償金とかですね、いろい

ろな部分についてですね、検討しながらですね、その部分で活用でき

るものはですね、最大限に活用していきたいというふうに考えており

ますし、総合戦略の部分ではですね、今年 10 月 31 日までに策定する

ということでですね、前倒しのですね、構成っていいますか、基金を

ですね、いただけることになっております。村瀨議員さんおっしゃる

とおりにですね、財源を確保しつつですね、そしてその見通しを持っ

てですね、進めていかなければならないというふうに考えてます。も

う一方でですね、６期のですね、計画と同時にですね、私はしなけれ

ばいけないことはですね、財政のシュミレーションをですね、しなけ

ればいけないというふうに思います。特にですね、地域内の経済循環、

あるいは外部とのも含めましてですね、一体村内のですね、そういう

経済状況がどういふうになってるのか、あるいはそれに対してですね、

村が持ってるですね、財源あるいは財政支出、収支、それについての

ですね、点検及びですね、見通しについてですね、これについてきっ

ちりとですね、分析をしていく必要があると考えております。これは

不可欠ではないかというふうに思いますし、６期計画をですね、本当

に立てて実行していくため、あるいは５期の、まだ２年ありますけれ

ども、同時にですね、これに取り掛かるということをですね、作業に

取り掛かっていきたいなというふうに考えております。もう１つの点
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でございますけれども、住民参画をどうするかっていうことですよね、

これはします。私の、これはですね、当初村長としての、基本的なス

タンスでもあります。地方自治はですね、住民自らがですね、自分た

ちの村やですね、まちをですね、どのようにしていくか、これをです

ね、住民自身の手でですね、考えていく必要があります。もちろんそ

こにはですね、行政が関わっているわけですから、その部分でですね、

行政の職員、私も含めましてそうですけれども、課題の共有、情報の

共有、そしてですね、どういう方向にですね、村づくりをしていくの

かっていう点ではですね、これはやはり住民の意見を基にしてですね、

進めていかなければならないというふうに思います。で、特に最近で

すね、私が注目しているのは、今度の新年号で、村長便りに、村長室

便りに載せますけれども、現在ですね、例えば島根県とかですね、い

ろんな先進的な総合戦略とかですね、人口減に立ち向かっている自治

体の中で注目されていますが、マスローカリズムという言葉がありま

す。これはですね、イギリスの言葉なんですけれども、いわゆるです

ね、トップダウンでですね、行政をして、行政っていうんですか、い

ろんな施策をしていくんではなくて、地域の主体性とかですね、個性

に基づいて、ボトムアップ的な地域のですね、政策を策定する戦略手

法であります。これをですね、取り入れている自治体がですね、多い

です。かたい表現になりますと、地域主義あるいは市民社会にシフト

した政策モデルということになりますけれども、これはちょっと難解

な文言なんですけれども、ローカルという言葉ならばですね、これは

ローカル電車とかですね、いうふうな田舎とかですね、地方というふ

うな言葉で置き換えられますし、マスコミとかですね、マスメディア

のイメージも湧いてですね、マスの意味するですね、多いとか増える

と合わせるとですね、より地方へとか、もっと地方へとかですね、田

舎へとかですね、田園回帰というふうに解釈を変えることができます。

で、この部分でですね、特に注目を私はしてるのはですね、島根県の

邑南町、日本一の子育ての町ということでですね、がんばっている町

村でありますけれども、ここの部分がですね、各行政区のですね、ま

あ部分でですね、それぞれ意見を吸い上げてですね、それを政策の中

に反映していくというふうな手法をとっています。具体的にいうとで

すね、ＫＪ法といいますか、これはあの、いろんな方が集まってです

ね、その中で特定の、例えば子育てなら子育て、あるいは農業なら農

業、例えばそういうような大きな課題ではなくてですね、ある集約さ

れた形に基づきまして、いろんな意見をカードに書いていただきまし

て、それをですね、集約してそして課題ごと、あるいは項目ごとに整

理をしていくという手法がとられています。そういうような方法とか

ですね、これはですね、この間東松島市に行ったときにですね、野蒜

地区の公民館でですね、実際にそれを見て写真に撮って来ました。あ
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そこはですね、非常に甚大な被害を受けましたけれども、まちそのも

のの、ほとんど 80％をですね、高台に移転するということで、私びっ

くりしたのはですね、その作業をですね、していくにあたって、行政

がですね、そのＫＪ法に基づいてですね、いろんな意見を取り入れな

がら、そしてそれを集約しながらですね、政策の中に活かしていくっ

ていう方法をとられていました。まさにですね、マスローカリズム、

いわゆるですね、下からの積み上げによる政策っていうものがですね、

行われているなっていうふうなことを思いました。私はこれは地方自

治のですね、本旨から言えばですね、これが本来あるべき姿だという

ふうに思っています。ちょっと長いですけど、申し訳ありませんね。

それで、村瀨議員さんからですね、前回ですね、評価に関して、職員

の評価あるいはですね、同じ方向を向くことの大切さ、それとですね、

行政マンとしてのですね、あり方について、何点かご指摘はありまし

た。私はそのことについてはですね、本当にそう思いますし、そうし

ていかなければいけないというふうに思います。で、自治体のですね、

職員はですね、いわゆるですね、これからの行政マンというのは、決

まった政策を実施するのではなくてですね、いわゆるセールスマン的

に動いてですね、地域の内と外の連携、あるいはですね、そういうも

のを繋ぐということをですね、手法としていくタイプの行政マンがこ

れから必要とされてくるというふうに考えています。オフサイトにお

いてもですね、いろんな会議や集まり等に出てですね、人間関係と信

頼関係をつくれる、そういう職員の人材育成がですね、必要だと考え

ております。行政に入ることが目的ではなく、行政に入ってですね、

これからネットワークをつくったり、コーディネートをする、そうい

う職員がですね、求められてくるんではないかというふうに考えてい

ます。そういう意味ではですね、今回非常に時間がなかったわけです

けども、総合戦略とかですね、あるいは上更別のですね、幼稚園のそ

ういうような住民のニーズの把握とかっていう点ではですね、私は職

員はですね、本村の職員は非常にですね、力を発揮しているのではな

いかというふうに考えています。意識がですね、はっきりしてですね、

この目的のためにどういうことをしなければいけないかっていうこと

を基にですね、積極的に住民と意見を交わしてですね、そしてそれを

立案して、また私の方にもですね、提案をしてくるというふうな形で

ですね、私は職員を信頼していますし、こういう職員がですね、本当

に明日の更別村をですね、つくっていくというふうに確信をしており

ます。そういうような点でですね、６次のですね、そういう総合計画

についてもですね、住民のニーズを引き上げながら、そしてですね、

今持ってるですね、職員の力をですね、本当に最大限にですね、活か

していただいて、そして私がリーダーシップを発揮してですね、そし

てつくっていきたいというふうに考えております。以上、答弁といた
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します。 

議   長   ６番 村瀨さん 

６番村瀨議員 非常にですね、私の思っていた以上にですね、次の質問は無いくら

いな答弁をいただきまして、大変ありがとうございます。そしてまた、

いろいろなまちづくりの手法についても、良く研究されていてですね、

また、これまた、これから本当に更別村が協働のまちづくりが、本当

に近づくのかなっていうふうに感じました。ただですね、現状の中で、

ちょうど私どもが職員の時の市町村合併があって、財政が非常に厳し

いと、そんな中で非常に当時のトップダウンからですね、何かやれな

いか、要するにもう財政ですね、ここに尽きて何とかそこを解決する

ために、いろいろ各課から提案がされた経過がございます。そしてま

た、そしてやれるとこからやれというところできました。ところが今、

びっくりしているのは、その時とあまり変わってないっていうことな

んですよね。で、ここは今の村長のお言葉でかなり期待をもってもい

いですし、また期待とするところでございます。ただですね、今その

協働づくりを進めなきゃならないっていう理由は、当然もう繰り返し

になりますから申しませんけれど、これを取り組む村の体制というこ

とで、ちょっとお話させていただきますが、今その原課主義的なとこ

ろで作業されている。私はこの協働というのは、本来村全体のことで

あるから、やはり企画政策的なね、そういう要素が強いんじゃないか

というふうに思っております。そしてなおかつ、これは全町村的な、

横断的な職務といいますか、仕事に係るものですから、そういった体

制が必要じゃないかなと実は思っています。ここについて、再度お尋

ねします。 

議   長   西山村長 

村   長 今のご指摘ですけども、ご質問ですけれども、やっぱり体制として

はですね、横断的な部分もありますので、役場においてはですね、企

画政策課っていうんですか、その部分も含めましてですね、関連する

部分についてはですね、そこも含めてですね、検討していくことが必

要ではないかというふうに思ってますし、そういう体制もですね、と

らなければいけないと思ってます。ただ、現在においてもですね、い

ろんな部分についてはですね、連携をしてですね、たとえば産業課と

企画とです、あるいは保健福祉課とですね総務課、これらは関連しあ

ってですね、いろんな施策について事業を展開しているところであり

ます。協働の事業のところでもそうですけれども、まあ、協働の事業

を進めるにあたってはですね、今見直しをですね、行っています。提

案をですね、させて、今回はできませんけれども、更別村の協働とい

うものをですね、事業をですね、どういうふうに考えてですね、どう

いうふうに取り組んでいく必要があるのか、あるいは範囲をですね、

どういうふうに考えていくのかっていうようなことについて、ただ今
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各部署において検討しております。これについてですね、また議員の

皆さま方にですね、おはかりをしてですね、本当にあるべきっていう

んですか、より良いですね、協働事業のあり方という方向性をですね、

皆さんとともにですね、方向性を示しながら、そして考えていただけ

ればなというふうなことを考えております。以上でございます。 

６番村瀨議員 私、質問を終わらせていただきますけれど、ちょっと最後に一言だ

け言わせていただきますが、どうか村長のですね、強いリーダーシッ

プの下で、さらなる推進を図っていただきたい。更別の村の 10年後、

まさに村長の目指す一人ひとりが輝く村という村づくりをしてもらっ

て、私見になりますけれど、更別の地域力の中にですね、自然環境が

ございますけれど、まさにここに住む人、その人たちは非常に私が思

うには、素直で従順であるという、そういう住民が多いということで

す。そしてまた、行政を信じています。このうちにですね、今のよう

なことを是非進めていただきたいと願いまして、質問を終わらせてい

ただきます。 

議   長    ５番 上田さん 

５番上田議員 通告書に従い、一般質問させていただきます。村のリラクタウン構

想による障害者福祉施設等の計画に伴う今後の村の考え方についてで

あります。ご承知のように、このリラクタウン構想計画は、平成 18年

の９月にですね、村民との協働、官と民との協働による民間活力の発

揮できる場としてですね、ひいては雇用の場の確保も図る、こういっ

た観点からですね、当時農地でございましたけども、約６ヘクタール

の土地にですね、高齢者福祉施設、障害者福祉施設、そしてまた宅地

分譲っていうようなことでですね、壮大な計画でもって、立ち上げた

ものでありまして、それが現在に至っているということで、すでに今

年でちょうど 10年目を迎えたと理解しているところであります。現在

までの計画に対する進捗状況でありますけども、ご承知のようにです

ね、宅地分譲と社会福祉法人による高齢者福祉施設の完成と供用の開

始っていうことで、もうすでにですね、定住化はもとより高齢者の福

祉対策が進められているというふうに理解しておりますけども、もう

１つのテーマであったですね、障害者の福祉対策が全く手付かずの状

態になってると、こういう現状かと思います。現在村の障害者対策と

してですね、第３期いきいきふれあい計画、更別村障害者福祉計画に

よる障害者福祉サービスとしてですね、居宅介護サービスを始め、村

外施設への通所支援等、支援活動に関しては実施しているところは承

知しておりますけども、施設面ではですね、サッチャル館での日中活

動支援センターが更別村にとって唯一の施設でないのかな、そんなふ

うに思います。以前の福祉計画の策定にあたってのですね、住民アン

ケートをちょっと調べてみたんですけども、これあの、お年寄りも含

めてですけども、約８割以上の方がですね、将来ともに更別村に住み
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たいと、こういうふうに回答していることはご存知かと思いますけど

も、こうした中でですね、どうしたら障害者の方が安心して今後とも

更別に生活ができるのか、そしてまた、そこにですね、家族の方、特

に父母の方ですね、安心してですね、更別村に今後とも住めるのか、

こういったことがやっぱり大切でなかろうかというふうに思っている

ところであります。10 年前にですね、計画したリラクタウン構想がで

すね、私あの全てだとは、私は思ってはおりませんけども、それにし

てもですね、やはり全く手がつけられてなかったという現状と、それ

から障害者総合支援法をですね、もうすでに成立しております。これ

に基づくですね、障害者通所授産施設やですね、グループホーム等の

生活の場ですね、そういったものの施設整備について、私は必要だと

いうふうに考えておりますけども、村としてですね、今後どのような

ふうに、どのように考えているのか、西山村長にお聞きしたいなとい

うことであります。 

議   長   西山村長 

村   長 上田議員のですね、ご質問にお答えいたしたいと思います。リラク

タウン構想ですが、この構想はですね、リラックスのリラ、誰もが居

住でき、寛ぎと癒やしを実感できること、ラ、ライフ、生涯にわたっ

て地域社会と関わりを持ち、生活感あふれる毎日を送れること、ク、

クリエイション、人間の持つ創造性を発揮し、人生に輝きを放つこと

ができること、以上３つの要素を実現し、生涯輝きのあるリラックス

した一生を送ることを期待し、寛ぎの生活創造をキーワードとし、名

称をリラクタウン構想と定め、計画します。これが平成 18年度にです

ね、９月にですね、定められたリラクタウン構想であると思います。

非常にですね、すばらしい構想ではないかというふうに思っています。

議員さんもですね、議員もご存知のとおりですね、この構想がですね、

平成 17年ですか、11月にリラクタウン構想の概要をですね、議会の全

員協議会に提示をさせていただきまして、平成 18年９月にですね、リ

ラクタウン構想として計画をされました。その中においてですね、地

域密着型介護老人福祉施設、小規模多機能型居住介護施設、障害者通

所授産施設等のですね、建設が計画をされています。現在のところで

すね、地域密着型介護老人福祉施設、小規模多機能型居宅介護施設が

併用されておりますけれども、平成 21年度にですね、供用開始予定で

ありました障害者通所授産施設はですね、平成 21年３月に障害者自立

支援法の改正によるですね、流動的状況（強制的退所はない等）もあ

る中でですね、法人として具体的計画には至っていないため、平成 23

年度にですね施設整備、平成 24年度にですね、開所する計画延長の申

し出があり、了承した経過がございます。その後、平成 21 年 12 月に

法人より収支見込、利用者の確保、施設の建設規模等について、充分

な検討を加えながら進めたいとの申し出があり、長期の施設運営には
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適切な考えであるとのことからですね、整備年度及び供用開始年度を

ですね、さらに１年延長することとしました。以降、毎年度法人側と

調整を行ってきております。法人側としてもですね、本村の地域密着

型介護老人福祉施設のですね、運営状況が厳しく、早急に手を付けら

れないという状況のことではありますけれども、施設整備はですね、

将来的に建設したいということであります。村としてもですね、建設

に際し、法人側とよく話し合い、取り進めてまいりたいというふうに

考えております。またですね、障害者のためのですね、施設整備でご

ざいますけれども、現在リラクタウン構想とは別の土地になりますけ

れども、帯広市と音更町で障害者の就労支援事業を手がけております

会社より、更別村で施設を開所したいとの要望がありました。村とし

てもですね、是非ともですね、施設が必要であるとの考えもあり、ま

た要望のあった会社と、先に整備計画のある社会福祉法人と行うです

ね、事業形態が重複しないということからですね、今回総合計画にお

いて登載しですね、建設に向けて支援を行っていく予定であります。

以上、答弁といたします。 

議   長   ５番 上田さん 

５番上田議員 答弁ありがとうございました。私なりの調査でございますので、間

違いがあるかと思いますけども、ちょっと簡単に説明させていただき

たいと思います。本村出身でですね、障害者の方で他町村のグループ

ホームや共同生活等、いわゆる施設入所ですね、そういった方は、十

勝管内や札幌等、道内併せてですね、現在 18名の方が行ってらっしゃ

るということであります。それから先ほどちょっと言いましたけども、

サッチャル館での日中活動支援センターですね、これを利用してる方

は、８名の方が通所してると。それから自宅に引きこもってるですね、

自宅に引きこもってる方がですね、これは完全なもんではありません

けども二十数名の方がいらっしゃる。それから学校での不登校、それ

から支援学級生は、現在ですね、30 名弱の方がいらっしゃるというこ

とであります。障害の程度ですね、それから内容が様々ですので、こ

れらの方がすべてがですね、該当するとかっていうことにはなりませ

ん。なりませんけれども、生活の場だとか仕事の場だとかですね、や

はり将来に向けて不安を抱いている方が、大勢の方が村内にもいらっ

しゃるということが、今回の調査でですね、私自身も感じたところで

あります。先月の新聞記事でですね、南十勝の二番目の施設として、

広尾町で民間活力ですけども、障害者グループホームが来年の３月に

供用開始するっていうような新聞の記事がございました。これによっ

てですね、総括的な障害者支援が可能になって、障害者と健常者との

垣根のない社会づくりができるんだ、というような記事が報道された

ところであります。まさに私もその通りだと思います。それからです

ね、道のホームページをちょっと調べてみました。昨年度末の十勝管
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内における障害者施設の設置状況でありますけども、帯広市を中心と

してですね、各市町村にグループホームだとかケアホームがございま

す。こういった施設がですね、53 カ所あります。それから就労支援施

設等、通所できる施設がですね、十勝管内には 76カ所もあります。そ

の多くがですね、社会福祉法人が運営しているというような実態でご

ざいます。で、これをですね、村内にちょっと目を向けてみますとで

すね、先日の新聞で発達障害の子どもと家族をサポートしようとする

ということで、村に手をつなぐ親と子の会がありますね、ご承知かと

思いますけども、そこで村内の人方に広くですね、同じ悩みを持つ人

がですね、周囲にいるんだよ、というようなことを周知したいってい

うようなことで、それかどうかもあれですけども、ハンドブックを配

布したと。一生懸命家族それから、家族だとか保護者ですね、一生懸

命村内ではがんばっている、こういうような状況であります。いずれ

にしてもですね、その施設整備については、村が実施主体になるのか、

民間の社会福祉法人が実施するのかはですね別として、やはりグルー

プホームや通所授産施設は、やはり是が非ともですね、村内には必要

なんだろうというふうに私は思っているところであります。先ほど村

長からですね、村外の事業者の方で、障害者向けの就労支援施設の開

所の申し出があったというようなことを聞きました。大変、雇用の場

の確保からいけばですね、やはり必要だというふうに、本当に喜ばし

いことだというふうに私も思います。ですけれどですね、このリラク

タウン構想で、今予定していたその土地をですね、どういうふうに今

後していくのか、10 年間、今まで手付かずの状態になってきたという

この現実をですね、どういうふうに処理をしていくのか。まず障害者

総合自立支援法があってですね、いろいろと各町村、先日あの、新得

でも障害者条例が成立してですね、来年から施行されていくっていう

ような現状もございます。更別においてもですね、やはりそういった

障害者と健常者の垣根を取っ払うようなですね、やはりあたたかい村

づくり、をつくっていくべきではないんだろうかというふうに私は思

っているところであります。先ほどの村長の答弁でですね、社会福祉

法人と毎年協議をしてですね、これからもそういった協議を続けてい

くんだという答弁がありましたけども、相手もあることですから、非

常に難しいかと思いますけれども、障害者福祉施設はですね、あくま

でも当初計画とおりにいくのか、そしてまた計画変更もですね、含め

て今後協議していくのか、この点についてですね、村として、村長は

どのように考えているのか、再度お聞きしたいなというふうに思って

いるところであります。よろしくお願いいたします。 

議   長   西山村長 

村   長 今のですね、上田議員さんのご質問にお答えしたいというふうに思

います。私ですね、本当にこの村にですね、障害を持った方のですね、
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そういう就労施設あるいは支援施設っていうんですか、そういう雇用

の場がないということについてはですね、非常にですね、残念に思っ

てますし、これはですね、私の任期中にですね、なんとかしなければ

いけないというふうに考えてます。言ってみればですね、第一義的な

課題というふうにもですね、考えております。何とかしてですね、本

当に今ですね、今学校のお話もありましたけども、支援学級とかです

ね、今在籍している子どもたちもいます。そしてですね、特別支援学

校、あるいはですね、高等学校へ行ってですね、卒業して、働いてい

る子たちもいます。その子たちをですね、やはり受け皿をですね、き

ちんと村として作っていく必要があると思うんですね。で、生まれて

からですね、そして支援を必要とする段階からですね、すべて、そし

てですね、出口のところ、彼らが安心してですね、村に戻ってきて、

そしてここで自立したですね、生活を、周りの人たちとですね、一緒

にですね、生活できるってことですね。やはり最大限のですね、目標

にしなければなりませんし、それはもう本当に具体化していかなけれ

ばならないというふうに考えています。現在までですね、そういう施

設とかですね、等がなかったということについてはですね、非常にこ

れはですね、問題だというふうに考えております。何回かですね、何

回かっていうか、１回ですか、サッチャル館の方にも行ってきました。

非常にですね、指導員の方っていうんですかね、一緒になってやられ

ておりましたし、本当にですね、ご苦労というか、見させていただき

ました。なかなかですね、ご高齢になっていてですね、本当にこれか

らですね、もっと本当に若い人たちがですね、こういうところに参入

していただかないとですね、困りますというような話もされましたし、

本当に実際そうしていかなきゃいけないのかなというようなことを考

えています。計画ですけれども、せっかくですね、リラクタウン構想、

あるいはそういうところの部分でですね、そういう土地っていうんで

すか、まあありますし、そこのところはですね、やはりずっとですね、

検討検討っていうことではですね、これは本当に村民に対してですね、

説明がつかないんではないかというふうに考えております。何回かで

すね、私もですね、その法人の方ともお会いしましたし、またこれか

らも会う予定でもあります。お話聞きますとですね、いろんな雇用の

関係とかですね、そういう、どういうものをしていくかっていうよう

なところとかですね、あるいはですね、更別村に限らずいろんな部分

の範囲とかですね、事業内容とかお聞きします。で、その部分をです

ね、今検討してるんだと、非常に難しいところもあると、いうような

話ありますけれども、でもそこだとですね、一歩も前に進まないわけ

でして、そこのところですね、最初の構想とおりにですね、きちんと

やっぱり立ち上げてですね、していかなければならないと思いますし、

その部分は強く働きかけていくっていうのもそうですけれども、一緒
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になってですね、村としても行政責任をですね、果たしていくってい

う点からですね、検討をですね、前向きにあるいは一歩先に進めるっ

ていう方向でですね、していかなければならないというふうに思いま

す。先ほども言いましたけども、事業所の関係でですね、そういうお

話もありました。で、手をつなぐ親の会の方、あるいは発達支援セン

ターに通っておられるですね、たんぽぽの会という親の会もあります。

いろんな方々もいます。いろんな要望もあります。いろんな施設に対

する要望もありますし、どういうものが望ましいのかっていう部分を

ですね、やっぱりその方たちの意見もですね、きっちり聞かなきゃい

けないというふうに思いますね。ただ今回の来られるところについて

はですね、私は１つの選択肢といいますか、全く村になかったもんで

すから、それが検討してずっといくわけですけれども、選択肢の１つ

としてですね、やっぱり健常者の人も含めてですね、そういう人たち

の就労支援という形で、村の中にできるということは１つ大きな前進

だというふうに考えております。で、それがすべてではありません。

リラクタウン構想で示されたですね、そういうような施設あるいはで

すね、親御さんの意見を聞いてですね、あるいは本当に当事者たちの、

方の意見を聞いてですね、そうしてどういうものを村としてですね、

目指していくのかっていう部分について、これしっかりとですね、検

討して進めていかなければならないというふうに考えているところで

ございます。以上です。 

議   長   ５番 上田さん 

５番上田議員 ありがとうございました。村長の力強いですね、このままではだめ

だっていう、その意気込みについては充分わかりました。本当に頑張

っていただきたいなと思います。それでですね、これあの、最後の質

問になるかと思いますけども、ちょっとくどくて申し訳ありません。

現在までにですね、活用されていないリラクタウン構想でいう土地に

ついて、ちょっと若干質問させていただきたいなと思いますけども、

リラクタウン構想によるコムニ団地ですね、あの土地に関してはです

ね、村と社会福祉法人とがですね、それぞれが購入して、その面積は

約６ヘクタールだということであります。団地造成だとか老人福祉施

設については、先ほど言いましたけども、完成しているというような

ことでですね、それを除くと現在、無利用地になっている土地が、現

在ですね、約２ヘクタールあることになります。その内訳ですけども、

駐車場だとか、村の所有地がですね、３筆あります。約１ヘクタール。

それとですね、今現在ひまわりだとか、景観植物ですね、そういった

ようなことで、環境美化をしてると思うんですけども、社会福祉法人

がですね、所有している土地が４筆で約１ヘクタール、これを合わせ

てですね、２ヘクタールあるわけであります。先日ですね、議会の総

務厚生常任委員会でも所管事務報告ありましたけれども、あの土地に
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関してはですね、要するに空き地のような状態になってる、まああの、

ある意味では商業スペースだっていう話も聞きましたけども、これに

関してもですね、やはり構想から追ってくと、１人歩きしてるんだろ

うなっていうふうに私は思っているところであります。やはり構想を

練って、それがですね、最終的にこれをどうするんだよ、どういう変

更していくんだよ、っていうのが全体構想だと私は思っているもので

すから、部分的に１人歩きするっていうのは、ちょっといかがなもの

かなっていうふうに思っているわけであります。まあ土地をですね、

ただ遊ばせることでなくて、場合によってはですね、用途変更ってい

うのは充分考えられます。それは構想があっての話であると思うんで

すよね。そういったことで、障害者福祉対策の推進でですね、早急な

解決を望むとこでありますけども、それが解決すれば土地も自ずと解

決してくると、私は思ってますけども、このまま続けてしまうと、や

っぱり空き地がずっとこれからも続けてく、そういう心配もあります

ので、その点ですね、ちょっとくどいような質問で申し訳ありません

けど、土地利用も含めてですね、ちょっと村長に若干聞きたいなとい

うふうに思います。 

議   長   西山村長 

村   長 今ご指摘の点でございますけれども、私が聞いている段階では、当

初ですね、いろんな部分ありますけれども、商業目的地の土地である

というふうに伺ったこともあります。スーパーコンビニエンスストア

ですか、スーパーを含むですね、あるいはホーマックとかですね、そ

ういうような施設も、何ていうんですかね、総合複合型商業施設を当

初計画していたということは聞いております。しかしながらですね、

現在いろんなリラクタウン構想、いろいろ部分ありますけれども、今

上田議員さん仰ったようにですね、いろんな現実的な状況とかですね、

今いろんな周りの状況もありますし、他町村の状況もあります。そう

いう部分についてはですね、やっぱり土地利用も含めてですね、社会

福祉法人もそうですけれども、含めてですね、これについてはちょっ

と再度ですね、検討をし直すっていうか、はっきりしたことは申し上

げられませんけれども、検討の余地っていうんですか、検討しなけれ

ばいけないというふうに考えておりますので、その部分、検討してい

きたいというふうに思っております。以上でございます。 

５番上田議員 以上で終わります。 

議   長 この際、午前 11時 20分まで休憩といたします。   （11時 09分） 

議   長 休憩前に引き続き、会議を開きます。        （11時 18分） 

村政に関する一般質問を再開をします。 

  １番 安村さん 

１番安村議員 

 

それでは、議長の許可をいただき、通告に基づきまして質問させて

いただきたいというふうに思います。まず今般の国の政策支援の基本
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理念方針として、今後各自治体に地方創生総合戦略の策定を義務付け、

その策定戦略に基づいた内容により交付金が算定されるものと理解で

き、また想定されるものと考えてございます。基本的に国の財政運用

の面からみまして、一定の方針的なものの評価はできると思いますが、

内容的なものの詳細を拝見させていただきますと、やはり全国画一的

な手法に基づいてという取り進めになるというふうに思い、これから

の地方の自主性並びにですね、特徴を如何なく発揮するという内容に

は程遠いというふうに感じるものであります。地方行政として、その

点今後ですね、しっかり認識をしながらですね、さらなる地域の独自

性を尊重し、実のある対策を講じる必要があるというふうに考えてご

ざいます。それらを含めまして、更別村まち・ひと・しごと創生総合

戦略の策定に係る基本方針に対しまして、必要かつ具体的対策の構築、

推進に向け、是非とも実現に向けていただきたい事案２点につき質問

させていただきたいというふうに考えてございます。更別村の将来像

を実現するためにも、大切な総合戦略と考えていますので、村長の明

確なご回答をいただきたいというふうに思っているところでございま

す。まず第１点目でございますけども、村内未婚者に対する結婚相談

活動の推進対策についてのご提案を、まずさせていただきたいという

ふうに思います。先の村長の行政執行方針にも文面として明言してお

りますが、今般更別村まち・ひと・しごと創生総合戦略、以下総合戦

略と言わせていただきますけれども、村では人口ビジョンの中で、平

成 27年度から 31年に向けての５カ年の中で、未婚者 70名に対する成

婚の目標を掲げています。自主的成婚者が単純計算で年 14人あるいは

組といいますか、そういう単純計算になるとは思うんですけども、今

までの過去の更別村の実績からみて、この成婚の実績を達成するって

いう部分においてはですね、かなり厳しい状況ではないかというふう

に判断しているところでございます。ましてですね、27 年度も残り僅

かになっているという現状を鑑みますとですね、実質的に４年間の中

で、どういうふうにするかという課題が重くのしかかってくるように

把握しているところでございます。今ですね、更別村内における未婚

者の実態数字を、人数っていいますか、そのような適齢者っていいま

すか、結婚適齢者っていいますか、そういう実態を村としてしっかり

把握しているのかどうかということを、まず実態についての把握をで

すね、お伺いしたいというふうに思いますし、また関連がございます

ので、更別村農業生産対策推進会議内でですね、平成、たぶん元年だ

と思いますけど、再編を加えてということで、更別村農業担い手育成

センターで行っている結婚相談事業、いわゆるその、このセンター事

業というのはあくまでも農業者に限定したという部分で活動をしてご

ざいますけども、それら活動の内容、具体的に申し上げますと、登録

人数、まあいわゆる該当人数だとか相談組織の概要、年間行事、相談
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件数等、また成婚の実績、年予算額等についてですね、多少わかる範

疇で構いませんので、ご回答ご説明いただければというふうに、まず

思います。 

議   長   西山村長 

村   長 安村議員さんのですね、村内未婚者に対するですね、結婚相談活動

等推進対策についてですね、ご質問についてお答えをさせていただき

ます。第１点目のですね、更別村村内全体としてのですね、未婚者の

実態人数の把握ということですけれどもですね、未婚者の対象をです

ね、どのように捉えるかというところが非常に難しいところがありま

してですね、男性 18 歳以上、女性 16 歳以上、結婚可能な年齢から対

象とするのか、またそれ以上のですね、すべての住民を対象とするの

か、また学生を除くのか等でですね、数値が変わってくるところでは

ありましてですね、現時点において実態人数についての把握はですね、

できていないところが現状であります。未婚者の現状認識については

ですね、最近は農業後継者の結婚の話がよくあります、聞くように感

じております。農家地区においてはですね、結婚は進んでいるのかな

というふうなことを感じております。しかしながら、市街地区におい

てはですね、単身者向け住宅にですね、空きが出ていないこと等から

ですね、農家地区に比べて結婚は進んでいないかなというようなとこ

ろでございます。２点目のですね、農業後継者に限定した相談活動の

内容と成果においてはですね、更別村農業経営生産対策推進会議に設

置する、更別村農業担い手育成センターにおいて取り組んでいる、農

業後継者の配偶者対策につきましてですね、専門推進員を配置し、Ｊ

Ａさらべつの２階にですね、設置している担い手相談室にですね、相

談窓口を開設し、対象者への相談に応じているほか、カップリングパ

ーティーの企画、開催等を行っているところであります。担い手相談

室は、農繁期である４月から 10月までは月２回、毎月２回、農閑期は

ですね、週２回開設し、未婚の農業青年や親御さんからの相談等に対

応しているところです。現相談員、平成 21年からですけれども、対応

実績はですね、本人、親御さんを併せて 29件となっております。この

うち６件が成婚に至っており、１件が成婚予定となっております。成

婚に至るまでの経過といたしましては、担い手センター主催のカップ

リングパーティー等で、直接的に成婚に至らずとも、相談員の呼びか

けやこうした行事への参加がきっかけとなって、自力で成婚に至った

ケースもあることから、一定の成果があるものと期待、評価しており

ます。結婚につきましてはですね、個人の意志が重要でありまして、

相談員の地道な呼びかけ等によりですね、結婚に前向きに取り組む青

年を増やすことが必要であると考えております。また当事者がですね、

積極的にパートナー探しに出かけられるよう、ご家族の理解も重要で

あり、今後ともですね、担い手育成センターを中心に関係機関やです



 22 

ね、地域のサポート等の協力体制のですね、構築に努めてまいりたい

というふうに思います。３点目の新たな相談窓口の設置ですけれども、

先ほど議員さんもおっしゃったようにですね、総合戦略等でですね、

ありますので、数値目標をですね、70 件の成婚ということであります

けれども、これについてはですね、そういう窓口の設置も含めて検討

しなければいけないということとですね、やっぱりですね、出産そし

て妊娠ですね、子育てしやすい環境を作るっていうこととですね、少

子化、高齢化にあるですね、人口構造の若返りとかですね、人口の維

持に向けた取り組みをですね、総合戦略の中できっちり進めていきた

いというふうに考えております。当初ご質問がありましたですね、そ

の数値目標についてはですね、私は挑戦していくっていうか、いろん

な施策を講じながら、総合的にですね、その目標に向かってですね、

達成に向けて関係者とですね、協力しながらですね、やっていきたい

なというふうに考えております。若い世代のですね、出会いや結婚に

向けた取り組みについてですね、やはりどういうような取り組みが有

効になるかっていうところがですね、非常に難しい点もあるんですけ

れども、今後ともですね、いろんな点を考慮しながらですね、現在検

討をですね、進めていきたいというふうに考えております。以上、答

弁といたします。 

議   長   １番 安村さん 

１番安村議員 今、るるご答弁いただきましたけども、私、今ご質問させていただ

いている内容の前段として、少しこのご理解だけはいただきたいと思

うんですけども、今更別村の農業担い手育成センターのやっている実

態について、公的に問うという質問内容ではございませんで、実態が

どうなっているのかという前段の部分でございますので、それらを今

ご回答いただきましたので、それらに基づき、さらなるご質問をさせ

ていただきたいというふうに思ってございます。いずれにいたしまし

ても、そのような中の未婚者が多いっていう中、いわゆるそのような

中で、私が取り組むべき数々の課題であると認識している部分、今先

にも述べましたけども、配偶者対策、過疎対策っていうものはですね、

やはり今後の更別村の総合戦略の基本となるべき人口ビジョンだと思

うんですね。その中枢をなすものが、やはり１つとしてこの未婚者の

やはり成婚へ向けての解決策が、これは重要であって、これはもう対

策を打つというよりも、それをどうしていかなきゃならないかという

ことが、僕は本当に非常に重要な課題だというふうに、本当に認識し

ているところなんです。いわゆるその配偶者、せっかく今独身寮も多

いよ、独身寮って言いますか、独身施設も多いよっていう中で、数々

の人たちがいらっしゃるっていう回答いただきましたけれども、これ

はあの、あくまでもですね、やはり農業者に関わらず、村内、失礼な

言い方ですけども、職業問わないっていうことが、団体職員であった
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り、公務員であったり、商工業者であったり、いろんな部分のもっと

大きな枠で捉えた中の対応をどうするべきかということを、私はここ

の時点でご提案申し上げたいというふうに思っておりますので、その

点の考えも含めてですね、さらなる村長の回答を求めていきたいとい

うふうに思ってございます。そこでですね、今の回答にもありました

けども、結婚活動という部分についてはですね、ご回答があったよう

に、あながち個人的な問題であったり、プライバシー保護という詳細

な面を兼ね備えていますから、なかなかですね、そういう部分では公

の対策なり、外部がどうのこうのっていう形にはなってこないのかも

しれませんけども、あくまでもですね、個人の自主性を重んじるとい

う傾向で、今後もそういう考え方を持って行くとですね、やはり具体

的対策は全く打てないということになるんではないかというふうに懸

念しているところでございます。ここはですね、しっかり行政も本腰

を入れ、将来的展望の戦略を策定する意味からもですね、やはり積極

的な政策提案をすべきであるというふうに考えているところでござい

ます。更別村の未婚者の全体を見渡してもですね、やはりどちらかと

いうとやっぱり、内向的でシャイでですね、やはりそういう部分てい

うのは多くて、ましてあの、地域柄ですね、決して出会いが多い場所、

地域だというふうには思っておりません。過去にですね、やっぱり我々

が若い頃にはですね、やはりお世話役っていうのが、お世話好きのお

じさんなりおばさんなりがいらっしゃいましてですね、少なからずで

すね、結婚適齢期あるいはどこどこの小倅、娘さん、いい娘さんだよ

ねって、まあ、いわゆるその、お世話を焼いてくれたりしてくれて、

成婚に至ったっていう経過がございますけども、今、現在ですね、や

はり高校に入学してからって言う部分をですね、やはり地域から離れ

て行ってという部分が本当に多くございます。中学校の卒業生の進学

を見てもですね、かなりの部分でやっぱり村外に出て行っている、そ

してそのままですね、やはり進学、上の大学等に行ったり、専門学校

に行ったり、あるいは就職活動にしたりということで、なかなか地元

にいないということもありますので、そういう出会いの場を提供する

おじさん、おばさん方の、世話役のおばさん、おじさん方もいなくな

ってしまっているということが、これあの、やはりそういう部分での

結婚、いわゆる婚活という部分の紹介って言う部分で、ネックになっ

ているんではないかというふうに、私は思っているところでございま

す。現状、有料の、私も多少関わった経過がございますので、現状で

すね、有料の結婚相談所っていうのは、まあ帯広にも数件、まあ札幌

にもということで、ありますけども、これあの、現実に見ますとです

ね、やはり入会費、年会費、あるいは出会いサポートに関する交流の

負担金等を見ますとですね、あながち安い金額ではないという実態が

ございます。かなり高額になってくるってこともございます。で、い
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わゆるその、道内全体でという部分からの観点から見ますと、やはり

そういう出会いの場を持つということになりますと、やはりどちらか

というとやはり土日というか、そういう部分が中心になってというこ

とで、活動が主体のようであるというふうに、私は見てございます。

それらの、長くなりましたけども、それら要因をですね、直視してみ

ますとですね、私が期待するっていいますか、更別村の魅力、環境、

経済、そしてここに住む人達のすばらしさの実直さ、配偶者として更

別村が魅力ある地域なんだよ、土地柄なんだよということを、対外的

にやはりＰＲするっていうことが、第一義的にこの改善対策に向けて

必要ではないかなというふうに思っておりますので、その点の情報拠

点、交歓拠点っていいますか、明確に示すことによってですね、やは

り最大限の、その部分のアピールということを実施すべきではないか

というふうに考えているところであります。取り巻く環境の、全体的

にフル活動するという意味からもですね、村内ではですね、もうすで

に既婚者いわゆる配偶者の人々を、方々を見てますと、やっぱり村内

での、村内同士の結婚というのはそんなに多くありません。やっぱり

管内であったり、管外であったり、遠くはですね、府県から嫁いで来

られる方も数々、多数いらっしゃいます。やはりそれらのネットワー

クっていいますか、それらの人々の力も借りながらですね、やはり地

域内のそういう、やっぱり親としてはですね、やっぱり結婚していた

だきたいっていう願望があるでしょうから、それらの取りまとめを親

御さんも、親も含めて子も含めてという形の、もっと広範囲の中ので

すね、対策を図るべく、運営組織をこれは、僕は創設すべきでないか

というふうに思っているところでございます。せっかく総合戦略で出

会いサポートの事業への実践というお題目が、力強い文言が入ってお

ります。今まさしくですね、これから４年間に向けての総合戦略の中

で、やはり解決するっていう部分から見ますとですね、やはり村外、

村内上げての、だれでもがですね、気軽に、オープンに利用可能でで

すね、出会いサポート対策、あるいはですね、結婚相談アドバイザー

対策窓口みたいなものをですね、やっぱり新たにですね、もう部分別

ではなくって、グローバル的に村内全体という包囲網の中でですね、

そういう組織がですね、組織なりそういう対策の部分の窓口が設置で

きないのか、そういう部分の考え方について、村長に何とかですね、

設置すべき方向でですね、ご回答いただければというふうに思ってお

りますので、その点のご説明も含めてご回答いただきたいというふう

に思います。 

議   長   西山村長 

村   長 今のご質問ですけれども、まず１つ目のですね、人口ビジョン等に

含めましてですね、その辺をしっかり見据えた上でっていうことであ

りますし、これは当然のことではあるというふうに思います。人口ビ
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ジョンをですね、達成していくためにはですね、これについてはやっ

ぱり結婚、出産そしてですね、子育ての部分についてですね、きちん

と考えていかなければいけない部分ですし、総合戦略の部分ではです

ね、基本目標のところでですね、若い世代の希望を叶えて、安心でき

る子育て環境をつくるということで、評価指数、指標のところにもあ

りますけれども、男女の出会いの場をつくる、あるいは家庭を持ちた

い男女の結婚に至るまでを支援する環境づくりに努めるということ

と、妊娠出産、子育てに係る身体的、精神的、経済負担が軽減される、

不妊治療あるいは母子保健事業の充実、また子育て世帯のですね、経

済的な負担ということで保育料の軽減やですね、児童医療費の助成の

拡大ということで、婚姻件数を５年間で 70件、不妊治療件数、５年間

で 10件というふうに定めてあります。で、これはですね、大変重要な

部分で、具体的な取り組みとしてですね、出会いサポート事業の検討、

先ほど言ったですね、子育て世帯に対する支援の取り組み、妊娠出産

に関する支援の取り組みということで、これを総合的にですね、やっ

ていく中で、いわゆるですね、そういうような結婚ですか、そういう

ようなところにですね、もっていきたいというのが、いうところであ

ります。それともう１つはですね、安村議員さんもご指摘ありました

けれども、女性がですね、出産に、安心して出産に至るまでのですね、

その部分についてですね、もう少し分析を行うべきではないかってい

うようなことをですね、この間の全国の町村長会でですね、お話をす

る機会がありました。本州の方ではですね、国の基準を超えてですね、

2.3 とかですね、多いところでは 3.なんぼという出生率を達成してい

るところがあります。これは特別なことをしてるということではなく

てですね、やっぱり女性が置かれているですね、環境とかですね、い

わゆる経済状況ですね、今いろんな正規職員の雇用とか、いろんな部

分ありますけれども、100万円を切ったりですね、200万円そこそこの

経済状況の中で、本当にですね、結婚して子どもを産んでいけるのか

っていうような状況があると。あるいはですね、これまで育った家族

環境の中で、昔はですね、私も更別来た時にはですね、４人子どもが

いましたけれども、４人はそんなに珍しくありませんでした。まあ、

５人の方もいましたし、それはですね、地域ぐるみ、あるいは家族ぐ

るみですね、そういう育てる状況があったということですね、更別村

にね。でそういう状況が今の子供たちにどうなのかっていうことです。

やっぱり少子化の中でですね、核家族の中でそういうことが過ごして

いるところが多いと。そういうものを総合的な分析をした段階でです

ね、婚活とかですね、いろんな部分に取り組んでいく必要があるんで

はないかというようなことをされてきました。また近所のおじさんと

かね、おばさんという話もありましたけれども、昔はですね、伝統的

に結婚促進する機能を担っていたですね、地域や家族、そういったも
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のがですね、あるいは職場ですね、こういうものがですね、だんだん、

だんだんそういうものがですね、薄れてきた、繋がりとかですね、そ

ういうものも薄れてきてる。あるいはそこに関わらなくなっていくと

いうところもですね、現状としてあるんではないかと。でそういうと

ころもやっぱりきちんと見据えてですね、やっぱり対策を打っていか

ないとですね、これは困るんではないかなというようなことを思って

います。魅力あるですね、そういう地域である、更別はですね、そう

いった意味では地域ぐるみで子育てが行われていますし、本当にです

ね、環境としてもですね、私はそういう点では整っているのではない

か、後はですね、呼び込むというか、来ていただくっていうことです

ね、積極的にアピールすることも必要だというふうに思います。道内

各地のですね、婚活情報を見るとですね、やはりＪＡ青年部がですね、

やっぱり積極的にですね、されておりますし、喫緊ではですね、十勝、

空知、留萌、オホーツク、胆振等々ですね、されております。そうい

うことも含めてですね、なおかつですね、今ありましたように、農業

の担い手だけではなくてですね、商工業、あるいはですね、団体、あ

るいはですね、行政も含めてそうですけども、若者たちいます、いっ

ぱいね。で、そういった部分でですね、そういうような機会もですね、

作っていかなきゃいけませんし、そういうような部分でですね、相談

窓口っていうふうなこともありましたけれども、それに対してやっぱ

り検討していく余地はあるのかなっていうようなことを思っていま

す。これからですね、本当に村を背負っていくのは、本当に子育て世

代でもありますし、今から若い人たちがですね、どんどんそういうふ

うになってですね、カップルになってですね、そして村に定住をして

ですね、村を担って、していく、それが取りも直さずですね、人口増

あるいはですね、人材増ということに繋がっていきますので、その部

分にですね、しっかり焦点をあてですね、行政もですね、その部分で

しっかりとですね、できることをですね、検討しながらですね、がん

ばっていきたいというふうに思います。以上、答弁といたします。 

議   長   １番 安村さん 

１番安村議員 今、とうとうとご説明していただいている中でですね、なかなか私

の意図する回答が得られておりません。成婚から出産から子育て支援

からっていう部分の、私は決して今、質問しているのは、広域に渡る

ご質問をさせていただいてるわけでなくて、端的に、今現状における

未婚者、いわゆるその、職種を問わず、未婚者がいる中でですね、や

はりこの世の中の動きを見ていると、若者自体が所得も、所得ってい

う部分の課題もあるでしょうけども、実質的にはやはり、まあある意

味では語弊ある表現になるかもしれませんけども、何不自由ない生活

が送れるっていう部分の身軽さっていう部分も含めてですね、こうい

う事態に至っているのではないかというふうに推測しているところで



 27 

ございまして、端的にですよ、村長、端的に、私はこの出会い系サポ

ートも含めて、いろんな部分を総合的な戦略としてですね、このサポ

ートセンターを設置する意思があるのか、ないのか、まずそれを聞き

たいわけでして、まああるんだったらある、ないんだったらない、は

っきり明確にお答えいただければというふうに思ってございます。 

議   長   西山村長 

村   長 えーとですね、検討させていただきたいということですね。いろん

な分野ありますんで、農業者とかいろんなあって、まだこう、いろん

なところで取り組んでますんで、その辺の整合性とかですね、いろん

な部分含めまして、意図は大変よくわかりますし、わかりますんで、

検討させてください。よろしくお願いします。以上です。 

議   長   １番 安村さん 

１番安村議員 それでは、私としては非常に不完全燃焼で、全く次の項目にいきた

くないくらいの気持ちでございますけども、約束事でございますので、

時間も経過してございますので、次の第２点目のご質問に移らさせて

いただきます。第２点目としてですね、地場特産品開発における新た

な活動組織の創設についての必要性について、私はご質問させていた

だきたいというふうに思ってございます。基本的にはですね、私の村

議への立起公約でもございます第３次産業と第６次産業っていう部分

の提唱していきたいという公約がございまして、その中の絞ってです

ね、第３次産業に関する、いわゆるその地場特産品開発の推進に関る

部分についてのご質問をさせていただきたいというふうに思います。

まあ、更別村は現状見ましても、第１次産業が主としてということで、

長らく生産原料の供給を続けてまいりました。このための企業誘致も

古くは一部ございまして、村内、まあ企業誘致をした経過にもござい

ますが、村内主要品目であります麦、馬鈴薯、豆類、てんさい、その

他青果物、生乳、個体牛、まあ特に力を入れている黒毛和牛を含めて

という話になりますけども、その流通過程をみますとですね、まだい

わゆるその、原料っていいますか、第１次生産物にとどまりまして、

第３次加工という点ではですね、独自性が生まれていない、っていう

か育っていないっていうか、そういうジレンマがあるというふうに感

じているところでございます。昭和 60年にですね、更別の、あえて更

別と言いますけども、イメージキャラクター、どんぐりマークの発案、

制定がございました。この発案についてはですね、当時の農協の総合

企画部という、まあ私の大先輩になりますけども、部長であられた方

がですね、やはり更別村のＰＲのために、何かキャラクターマークを

作りたいっていうことでのご尽力をいただいて、今現在、この、まあ

いろいろ名称は付きましたけども、このどんぐりマークの制定をした

という経緯がございます。そう言いながらですね、更別村の、いわゆ

るその、その中でですね、やっぱり更別村のＰＲ、更別でなくて、更
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別村のＰＲのため、広く、広くですね、その知名度も含めてというこ

とで、このキャラクターはですね、やはり、まあ商工も問わず、村内

全体として利活用しようということで、その根底でですね、更別村ど

んぐり推進部会という部会が設置されですね、これはあの、あくまで

も予算措置で村と農協と折半の予算措置ということでですね、いわゆ

るイメージキャラクターの利活用について、種々検討を重ねた経過が

ございます。で、なかなかその部分のどんぐりマークのキャラクター

のＰＲっていう部分でですね、やっぱりそれなりの製品がないとＰＲ

できないっていうこともございますので、それについてはですね、や

はりどんぐり推進部会の独自の観点からですね、ポテトチップス、地

場産品のポテトチップスを作って、に付けてみたり、まあどんちゃん

とぐりちゃんとという、まあちょっと、ちょっとイメージは違う部分

はありますけども、そういうものを作ったり、テレフォンカードを、

テレフォンカード、携帯ストラップ、イメージキャラクターのどんぐ

り人形だとか、いろんな分の、まあ制作し、それらのものを用いたＰ

Ｒをしてきたっていうのが現状でございます。やはりその、この会の、

どんぐり推進部会の本質についてはですね、これは何を言いたいかと

いうと、どんぐりマークの推進であって、普及推進であるということ

が重要であってですね、後ほどちょっと加工開発に関する部分につい

ては詳細について追加説明申し上げますけども、どうもそれらを見て

みますと、加工、開発、全体的な見地からですね、一連の第３加工の

開発っていう部分でですね、明確なビジョンっていうのがなかなか立

っていないんではないかというふうに感じてます。で、その詳細につ

いてはですね、なぜかと言いますと、これあの、ここで申し上げるの

は決してですね、各団体だとか、そういうところが開発していること

に対する苦言を申したり、批判、苦言を申してる訳ではございません

ので、その点のご認識をいただきながらですね、前置きをしておきた

いと思いますけども、いわゆる企業誘致、いわゆるその更別の地場産

品の第１次産品を原料を使った企業誘致における部分の商品開発って

いう部分、これにつきましてはですね、申し訳ございませんけど、な

かなか現状では進んでいない。いわゆるその、まあ企業自体もですね、

やっぱり輸入加工品との価格競争の中でですね、大変苦労している。

そういう実態で、なかなか原料もですね、１次加工品もなかなか数量

的にですね、やはり減少傾向にあって、なかなか増えてこないという

現実がございます。加えてですね、更別農業高等学校の加工部会、ま

あこの加工部会、３年間の中でどうしてくか、非常に難しい加工部会、

先生方のご尽力もありますけども、すももを原料とした各製品の新規

開発、加えてですね、今般更別村の特産品でございます大手亡を利用

した加工品の開発、それらも担いながらですね、取り組んでいる現状

がございます。またですね、村地域おこし協力隊による、いわゆる、
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もうすでにうどんについては開発してたんですけども、それらの生成、

製品化の実施並びにですね、今回のすももリキュールの開発等を実施

している実態もございます。また株式会社更別産業振興公社による地

場産品、独自のいわゆるその道の駅に向けての地場産品の加工品の開

発なりあるいは販路拡大、請け負っての販路拡大に向けてご尽力いた

だいている部分もあります。また一方ですね、一部、多分産業課を中

心にっていう声がけもあったんでしょうけども、やはり商工を含めた

ですね、やっぱり地場産品の開発っていう部分の取り進めをしてる。

こう見ますとですね、それぞれがですね、かなりの部分を実施してる

とは思うんです。これはもう決して否定的な言い方でなくて、かなり

そういう独立性を尊重しながらですね、進んではいますけども、私が

考えすぎなんでしょうか。やっぱり点と点であって、一つの、更別村

の特産品の開発へ向けてという一丸性、いわゆるその一体性がないと

いうふうに、どうしてもその、痛感、痛感っていうか感じるわけです

ね、強く感じるわけです。これらの現状の中でですね、やっぱり村の

総合ビジョンではですね、特産品の開発普及並びにですね、消費拡大

というお題目をですね、明言してるわけでございます。これらに伴う

企業誘致も併せて提言してございますけども、ちょっとこの点では企

業誘致という部分では、ちょっとおさえさせて、後にさせていただい

てですね、やっぱりそれらを含めた中でのですね、一部どんぐり推進

部会、今担ってる分が多いんですね、はっきり言いまして。どちらか

というと、我々の認識からすると、どんぐり推進部会がっていう発想

になってしまいますので、それらの押さえ方の中でですね、私が間違

ってるかもしれません。けども、やはりその担うべき部分がですね、

現状のどんぐり推進部会に、今後も含めてですね、担わせていくのか

どうかという部分の、まず考え方、それらの考え方について、ちょっ

と村長の所見っていいますか、それをいただきたいということと、や

はり地場産品開発に対する部分の、ものについての、併せてですね、

村長の認識あるいは考え方もあれば、あわせてお伺いさせていただき

たいというふうに思っております。 

議   長   西山村長 

村   長 ただ今のご質問にお答えいたします。本村のですね、特産品開発の

取り組みにつきましては、良質なですね、農畜産物を広くＰＲすると

ともにですね、付加価値向上による安定した農業経営基盤の構築、新

たな雇用の創出ですか、いわゆるですね、地域活性化を図るためにで

すね、従前から取り組んでいるところでございます。質問にあります

けれども、どんぐり推進部会につきましてはですね、全国的に一村一

品運動が盛んであった昭和 60年代ですか、に時代に即応したですね、

地場産品の開発に取り組むためのですね、村内農業関係機関で組織し

ていた更別村農業振興協議会の活動を発展させるためにですね、組織
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を改編したものでございます。同部会ではですね、更別産と一目でわ

かる目印として、試作をされましたどんぐりマークですね、を現在の

デザイン精査したほかですね、これまで地場農産物を原材料としたで

すね、どんぐり村のポテトチップス、金時の甘納豆、更別産うどん等

の商品をですね、開発しております。一部商品はですね、更別産業振

興公社へ製造、販売を移管しております。またですね、お話のありま

した更別農業高校に、高等学校におきまして、今年度開発されました

大手亡を使ったですね、コンフィチュール、ペルル・ド・サラベツは

ですね、どんぐり推進部会との協力によりですね、商品化されている

ところでございますけれども、製造とかですね、販売方法に課題は今

あるところでございます。でこうした中でですね、民間事業者による

ですね、特産品開発を促進するため、特産品開発に係るですね、初期

投資の負担軽減を図るですね、特産品開発チャレンジ事業をですね、

創設しています。積極的にですね、特産品開発に取り組む方法への支

援も行っているところでもありますし、すもものチーズケーキ、すも

もサイダー、更別産小麦＋１等が商品化されています。で、基本的に

はですね、民間事業者によるですね、商品開発が必要であると考えて

いますけれども、本村においてはですね、地場産品を加工する事業者

がですね、少ないことから、リスクの伴うですね、新商品開発への支

援のほかですね、どんぐり推進部会における特産品開発もですね、引

き続き継続する必要があると考えております。で、お聞きのですね、

特産品の開発プロジェクトの件でございますけれどもですね、村では

ですね、平成 26年度から企画政策課で所管していた特産品開発関連事

業をですね、業務をですね、観光業務を所轄する産業課へ移管してい

ます。あわせて特産品開発支援を担っている地域おこし協力隊もです

ね、産業課へですね、配置換えをしております。観光と物産をですね、

業務としてですね、一元化し、一体的に推進する体制を整えるところ

であります。ご質問にあるプロジェクトチームですけれども、各課横

断的な業務を推進する場合にですね、効果的な方法であるとわかって

おりますけれども、認識しておりますけれども、限られた人数の中で

ですね、最大の効果を発揮すべき業務の推進体制を整えていることも

ありますので、引き続きですね、産業課を中心にですね、業務を進め

てまいりたいというふうに、現在考えております。以上でございます。 

議   長   １番 安村さん 

１番安村議員 ご回答いただいているわけでございますけども、あのですね、今の

更別の全体の中のですね、地場産品の加工開発推進を進めるという意

味からですね、今前段で、るる申し上げましたけども、それぞれの立

場での新規加工、これあのすごく私自身も重く受け止めてるわけでご

ざいますので、そこはそこで評価できる分で、じゃあ今後の体制の中

でどうするか、推進をどう盛り上げていくか、推進、盛り上げていく
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かっていう部分を、今、課題提起しているところでございます。で、

どんぐり推進部会の回答についての、私の期待度っていうのは、やは

りどんぐり推進部会っていうのは、あくまでも内輪の組織体であって、

はっきり言って村内の認知度、低いです。何をやってるかわからない

とこだっていうのが実態なんですよ。それらを含めてですね、やはり

どんぐり推進部会には限界があるよ、限界があるというか、そこまで

の部分を強要して、そこまで求めていいのかいっていうのが、これは

課題として、今後も続くんじゃないか、そういう懸念があるよってい

うのが、まず１点です。で、２点目の今、ご回答いただきましたけど

も、やはり所管がですね、行政の政策の提案の中でですね、やはりそ

れは企画政策課から産業課に移して、まあ、産業も含めて、観光も含

めてっていうご回答いただいたんですけど、私はですね、大変失礼な

言い方ですけども、やっぱり行政手腕の中で、行政主体でいくってい

うのは、僕は限界があるというふうに考えています、正直言いまして。

それらを含めてですね、ここはですね、思い切った施策のですね、脱

皮を図るっていう意味からもですね、やっぱり新たな部分の発想がな

いとですね、この事業ってのは一体化で進まないというふうに強く感

じてます。いわゆるその、今の内々の話の部分で収めるんではなくて、

村内ではですね、そのほかに地場産品を利用した部分の加工っていう

部分で、サークルだとか、任意的サークルだとか、いろんな方がです

ね、地域における部分の、いろんな方々が、いろんな部分で加工品作

ってます。はっきり言って、作ってます。缶詰であり、何だり、ヤー

コンも１つの部分ですけど。いろんな分で着手してます。だけども、

それはそれで、任意的であって、何も表に出るってことはございませ

ん。たまたまちょっとヤーコンが、行政のご支援も頂いてっていう部

分で、まあちょっと表に出たぐらいであって、まだまだ未開発ってい

うか、まだまだ我々が認知していない部分っていうのは、すごく多く

作っている現状でございます。それらを踏まえてですね、僕はいろん

なアイディアを、いろんな部分からやはり取り込む、っていう手法が

ですね、やっぱり今後最も大切になってくるし、何でもかんでも形に

しよう、形にしようという結果論を求めるっていうだけではなくて、

やっぱりもう少し幅広いエリアからの更別の特産品の部分のやっぱり

開発っていう部分、いろんな人のいろんな部分からのアイディアをい

ただきながら進めるってのは、僕はこれは１つの手法だというふうに

強く思ってます。で、私は質問しているっていうことは、やっぱりそ

れなりの、そういう部分の、部分の開発なり何なりが、みんながこぞ

ってできるようなチームづくり、いわゆるプロジェクトって言います

か、そういう部分の設置ができないかということをお尋ねしているわ

けでございまして、基本的にはやはり思い切った施策の転換も含めて

という意味からですね、まず村長にこの、検討するというのは、非常
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に、うん、これ以上言いません。でありますので、やはりこれからに

向けて、やっぱり更別村という、更別の特産品っていう分のアイディ

アづくりの中でですね、こういう手法もあるんだっていうことのご認

識とですね、それに対しての賛同を得てですね、やっぱり設置してい

くっていう考えがあるのかどうか、それだけはきちっと、やっぱり、

お聞かせいただきたいというふうに思ってます。 

議   長   西山村長 

村   長 今ご質問がありました点ですけれども、確かにですね、安村さんの、

議員さんのおっしゃるとおりですね、いろんなアイティアとかですね、

いろんな部分でですね、いろんなところで取り組んでいる部分をです

ね、総合的にっていうお話もあります。まあ午後からもですね、織田

議員さんからも同じような質問があってですね、誠実に答えていきた

いというふうに思うんですけれども、今の部分ではですね、私として

はですよ、現在の段階では、いろんな分野で、いろんなところで、い

ろんな職種とかいろんなところを超えてですね、高校もそうですけれ

ども、含めましてですね、いろんな部分で取り組んでいただいている

と。で、信金さんも入っているところもありますし、企業さん入って

いるところもあります。そしてですね、パティシエとかですね、いろ

んな部分入っているところもありますし、また村内の企業ですね、が

んばってもらってるところもあります。今の状況の中ではですね、や

はりそれらをですね、やっぱりその中で大きなプロジェクトチームを

作るっていうのは、結構難しいところがあるんじゃないかなっていう

ようなことを、自分自身としては考えています。それぞれの部分でで

すね、いろんな特産品の開発をしてですね、これからとっても重要な

部分を、村のね、将来にわたって特産品の開発とかですね、必要にな

ってくると思います。ただ課題のところで申し上げましたように、そ

の製造の方法とかですね、販路ですね、販売方法、あるいはその流通

形態とかいろんなありますけれども、それをマーケティングしていく

っていう部分も含めてですね、考えるとですね、それはやっぱり、現

在のところ、やっぱり産業課っていうんですか、その中で観光課とで

すね、その部分で集約されている部分が、私はそのところが相応しい

んではないかというふうな考えでおります。その部分がですね、横断

的っていうか、いろんな部分のところを集約してですね、その課題の

ところでですね、行政としてですね、担っていくという方法が、現在

としては相応しいのではないかというふうに思いますし、決して将来

的にわたってですね、それを否定するものではありませんし、そうい

う部分も必要なのかなっていうところも感じますけれども、現段階と

してですが、では産業課を中心にですね、その部分、整理をして取り

まとめてですね、推進をしていきたいというふうに考えております。

以上、答弁といたします。 
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議   長   １番 安村さん 

１番安村議員 今ご回答いただきましたけれども、すぐには設置するっていうのは

困難だっていう部分と、当面ですね、村、行政主体で産業課が中心に

なってという部分で、ご回答いただきました。で、明確にちょっと今、

答えていただいてない部分が、どんぐり推進部会の立ち位置がどうな

のか、っていう部分がですね、ちょっとご回答いただいてないんで、

どうしても二重構造に捉えがちになってしまう部分あるんで、ちょっ

と最後になりますけども、しつこいようですけども、どんぐり推進部

会の立ち位置とですね、産業課の立ち位置、今、産業課の立ち位置は

回答いただきましたので、ちょっとどんぐり推進部会の立ち位置、ち

ょっと明確に、ちょっと答えていただければありがたいなというふう

に思っています。 

議   長   西山村長 

村   長 立ち位置っていうところですけれども、どんぐり推進部会が生まれ

た経過とかですね、いろんな部分ありますんで、そこの部分が立ち位

置だというふうに思います。で、その部分とですね、やっぱり今、産

業課で進めている部分とですね、やはりちょっと性格的にも違うとこ

ろがあるのかなというふうなところも思いますし、うまく答えられな

いですけども、その部分をですね、しっかり認識をしながらですね、

進めていきたいというふうに考えております。以上です。 

議   長   １番 安村さん 

１番安村議員 これをもちまして、質問を終わらせていただきますけども、いずれ

にしても、地場産品、待った無しの部分ありますので、もう少しやっ

ぱり連携強化でですね、ＰＲも含めてということでの、その在り方論

についてですね、もう少しきちっと交通整理していただきながらです

ね、進めていただければというふうに感じているところでございます。

以上をもちまして、質問終わらせていただきます。ありがとうござい

ました。 

議   長 本日の会議時間は、議事の都合によって延長をいたします。 

この際、午後６時まで休憩といたします。      （12時 06分） 

議   長 休憩前に引き続き会議を開きます｡         （18時 00分） 

 村政に関する一般質問を再開をします｡ 

 順次発言を許します｡ 

  ２番 太田さん 

２番太田議員 通告に従い、質問させていただきます。質問事項ですが、グローバ

ル化に伴う村の考えです。質問の要旨ですが、国際姉妹都市の締結に

向けてです。内容ですが、人、もの、金、情報が国境を越えて発展し、

グローバル化が進んでいく中で、更別村もグローバル化に対応した行

動をとらなければならない、と思うのですが、ここで村長の意見をお

聞きしたいと思います。私はそこで、国際姉妹都市の締結に向けて動
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き出してはどうかと考えております。その理由にですね、更別村の産

業の発展や可能性です。ＴＰＰ問題による不安の払拭に向けた他国の

関わりについて、村独自の取り組みをし、国際化する中で、異文化交

流、人的交流の拡大、貿易自由化に対する国際貿易としての価値観の

発展、経済の成長、国際的感覚を身につけることは、国際的感覚を身

につけるべきと考えております。そのほかにもですね、教育関連、何

にとっても必要とされるコミュニケーション向上という、教育関連に

関しましては、アウトプット学習やコミュニケーション向上といった

面からも発展する、そう考えるのですが、村長の意見をお聞かせくだ

さい。 

議   長   西山村長 

村   長 太田議員のグローバル化に伴う村の考えについてですね、お答えを

申し上げたいというふうに思います。今ですね、お話がありましたよ

うに、私もですね、国際社会っていうんですか、グローバル化する時

代の中において、やはりですね、村としてもですね、国際感覚あるい

は国際的なですね、交流とかですね、いろいろな部分に向けてですね、

関心を示さなければいけませんし、それに向けたですね、いろいろな

歩みもですね、検討しなければいけない時期に来ているんではないか

というふうに、まず考えております。日本国内においてはですね、近

年情報端末のですね、発達や流通の広域化、インバウンド観光、外国

人が日本に来るわけですけれども、増加によりですね、グローバル化

が進み、この流れに沿ったですね、対応が求められているところであ

ります。しかしながら、このグローバル化への対応はですね、産業、

教育、環境、交流等ですね、非常にですね、多肢にわたるものであり、

そのすべてにおいてですね、対応することはなかなか難しいものでは

ないかと考えているところであります。議員の提案されるですね、国

際姉妹都市の締結に向けた取り組みですが、現在村ではですね、国内

ですけれども、平成 17年にですね、宮城県東松島市とですね、友好姉

妹都市盟約の締結を行い、交流をですね、現在まで進めてきておりま

す。この交流はですね、昭和 58年の勤労青年研修団の訪問が始まりで、

その後平成３年に始まる子ども交流を経てですね、平成９年に旧矢本

町とのですね、友好姉妹町村の盟約を締結、現在に至っております。

この間、双方の交流を進め、平成 23年のですね、東日本大震災発生の

折にはですね、被災地支援を通じて絆を深めているところであります。

このようにですね、国内はもとよりですね、友好姉妹都市の締結につ

いてはですね、何らかのきっかけや気候、風土の面でですね、交流が

行われ、その後ですね、友好姉妹都市としてですね、締結に進むもの

と考えております。本年９月に締結された大樹町と台湾、高雄市です

か、大樹区についてもですね、同じ名称であることをきっかけにです

ね、2008 年より交流を始め、７年の交流をして締結をしているところ
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でございます。十勝管内では、帯広市を始めとする１市９町の 10市町

で、国際交流の締結が行われているようでもあります。グローバル化

の対応の一つの指標としてですね、国際姉妹都市の締結があると思い

ますが、ほかにもですね、手法はいろいろとあるものと考えられます。

現在取り組んでおりますですね、本村が取り組んでおります外国語指

導助手の配置、あるいは更別農業高校にですね、支援を行っている海

外実習についても、子どもたちの将来のグローバル化への取り組みだ

と言えるのではないかと考えております。またご指摘のようにですね、

今後本格化していくＴＰＰへのですね、対応についてもですね、国際

的な視野から、この観点をですね、欠かせないものと考えております。

今後我が村にとって、どのような新たな取り組みがですね、国際化、

グローバル化に有効であるか、現時点ではですね、明確なものはござ

いませんけれども、必要に応じて検討を行い、対応していくことが必

要であると考えております。グローバル化の中、国際交流によりです

ね、得るものはあると思いますけれども、交流を行うにはですね、一

過性ではなく、継続的に行うことが必要であると考えます。国際姉妹

都市の締結に向けて、動き出すことについてはですね、きっかけ等の

状況、住民等の気運の情勢を踏まえてですね、検討していくことが必

要ではないかと考えております。またですね、私もこの加盟には関わ

ってきましたけれども、更別小学校においてはですね、ユネスコスク

ールということで、加盟をしております。地球規模の問題に対するで

すね、国連システムの理解、異文化理解等、教育実践による取り組み、

あるいは教職員のですね、海外研修も含めてですね、そういうような

取り組みがですね、可能性としてですね、あります。行われておりま

すのでですね、これらをしっかりとですね取り組み、時代の流れにで

すね、対応していきたいと考えているところであります。以上、答弁

といたします。 

議   長   ２番 太田さん 

２番太田議員 答弁ありがとうございます。今以上の、今も国際化に向けて、村は

取り組んでいることもあると思うのですが、今以上のものを私は求め

ています。ではその、今以上のものを作る取り組みというのは、どの

ようなことが有効で重要なのでしょうか。私はこの国際化に対する施

策、住民の意識と能力の育成、ここにやっぱり重点をおくべきだと思

っております。ＴＰＰ問題１つをとってもそうです。農林水産物の全

体８割は即時、もしくは段階的に関税撤廃となり、日本において、か

つてない農畜産物市場の開放がなされている。関税撤廃の影響によっ

って、国際化はますます進んでいきます。なのでやっぱり、この国際

化が進む中で、もっともっと発展したもの、今まで通りじゃなく、そ

の５年前と一緒、６年前と一緒じゃなく、常に小さい発展をですね、

私はしていって欲しいと思いますし、そういう変化が必要だと思って
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おります。そのほかに、ＴＰＰにとっては今話した通りですが、企業

にとってもそうです。このＴＰＰと同様に進む国際化の流れで、建設

業、中小企業はバタバタ倒産し、さらにグローバル化が進んでいく中

で、貿易自由化による価格競争、ものの流れ、グローバル化が進めば

進むほど、国民の、村民の不安は募るばかりであると、私は考えてお

ります。そのためには、まずは不安の払拭に向けた取り組みが必要だ

と考えております。その一歩として、私は国際姉妹都市の締結を提言

させていただきました。貿易自由化、労働市場の開放、交流拡大、不

安を前向きに捉えて、強みとなるものにしなければいけないと思って

おります。村長の言う点と点を結ぶ、ということは、よく私も耳にし

ている言葉ですが、私はそこの点と点を、さらに面にしていく発展っ

ていうものをしなければならないと思いますし、その行動が必要だと

思っております。で、その点と点を面にするという意味はですね、た

とえば更別が国際姉妹都市を結んだ時、結んだとして、更別と外国が、

更別は英語を必要とし、外国人はたとえば日本語を必要とする、で更

別は英語を必要とする他町村を紹介できる、今の言い方も、いいんで

すよね、更別は英語を必要として、外国は日本語を必要とする。更別

は英語を必要とする他町村に、姉妹都市で結んでるっていうことで、

紹介してあげたり、逆もありですよね。外国は日本語を必要とする他

国を紹介する。産業の面でも一緒です。更別の食品、自慢の食材を生

かし、外国へ輸出していって、グローバル化が進んで輸出していった

時に、そういった強みをほかの町村の強み、たとえば今だったら川西

だったら長芋等やっています。そういった強みと一緒になって、基盤

づくりをし、発展する。まさしくこのオールジャパンという考えに、

私はたどり着きます。このような他国との情報共有、これが産業の発

展、地域の発展に繋がるものだと私は思っております。なので、更別

村もこういった広域化というものを視野に入れて、国際的、人と人と

が手を合わせた取り組みをすることが必要だと考えております。村長

にとって、国際交流の意義とは何でしょうか。そして今、私が話した

取り組みの中で、村長はさらにどのような取り組みが必要か、感じる

かお答えください。 

議   長   西山村長 

村   長  今ですね、太田議員のですね、ご指摘のとおりですね、国際化につ

いて考えていかなければならないということでですね、私の考えとい

うことだったんですけれども、私はですね、現在はですね、非常にで

すね、高度な情報社会、国際化社会、そういうところにですね、直面

しているのではないかというふうに考えています。もはや日本一国で

はですね、人口問題、環境問題、それとですね、農業含む商工業、こ

れはですね、一国のみではですね、解決できないという状況にですね、

今直面をしております。いかにですね、国際的な協力関係を結ぶとか
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ですね、あるいは他国とのですね、認識をですね、共通理解する、あ

るいは違う文化についてね、どういうふうに受け入れていくかという

ところ、この辺がですね、今の時代を生きる人間、もっと言えばです

ね、これから子どもたちが生きていくわけですけれども、その子たち

にとってもですね、やっぱりその部分についてはですね、是非ともで

すね、国際的な感覚っていうのはですね、身につけていかなければな

らないというふうに考えています。ＴＰＰ、ご指摘のとおりでござい

ます。合意がなされましてですね、これは非常にですね、地域経済、

あるいはですね、基幹産業である本村にとってはですね、農業あるい

は林業、農林水産業、あるいは商工業、これ莫大なですね、甚大なで

すね、本当に影響を与えるというところであります。これに対しては

ですね、政府に対してですね、きちんと働きかけをしていく、そうい

うことを午前中にもお話をしましたけれども、また一方でですね、こ

の部分はですね、どうしても農業者も含めてですね、商工業者含めて

ですね、国際的な感覚、まあ言ってみればですね、世界を相手にして

ですね、農業をする、あるいは商工業を行っていくっていうことをで

すね、していかなければですね、太刀打ちのいかない状況にあるんで

はないかというふうに考えております。私はですね、教員時代ですね、

そういう意識、意識っていうんですか、目的意識を持ってですね、ユ

ネスコスクールを、にですね、３年間取り組み、加盟をしました。そ

れというのもですね、今まさにですね、人口減少とか少子化がありま

すけれども、今からの、たとえば貿易相手国とか農業というのはです

ね、今の次世代の子どもたちはですね、世界を相手にしてですね、そ

ういう仕事をしなければいけないということなんです。つまりですね、

世界的なそういう中で、いろんな農業、あるいは商工業に取り組んで

く、こういう子どもたちをですね、いかに育てていくかということが

ですね、重要になってくるというふうに考えています。私は 25年前に

ですね、ああ、二十数年前ですけれども、村からですね、研修として

ですね、オーストラリアに行かせていただきました。私そこで驚いた

のはですね、あの二十数年前にオーストラリアの小学校ではですね、

すでに低学年からですね、日本語を勉強してるわけですね。で、私は

ですね、その学校に行って先生に聞きました。なぜ日本語を勉強して

いるんですかと、言いましたらですね、何言ってるんですか、と。オ

ーストラリアの貿易最大相手国は日本ですよと。この子らは、大きく

なったらどこを１番先に相手にして、いろんな仕事をすると思います

か、日本なんですよね。だから今から日本語、あるいは日本の文化に

触れさせていくんです。教室には神社の鳥居がありました。温泉ので

すね、ポスターもありました。折り紙をしていました。平仮名を覚え

ていました。そして私にはですね、こんにちは、さようならという言

葉も使っていました。私はまさにですね、そういうところだと思うん
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ですよね。だから我々もですね、そういう、たとえば外国人に会って

臆するとかですね、なかなかコミュニケーションがとれないっていう

ことではなくてですね、やはり小さいうちからですね、そういうコミ

ュニケーション能力とかですね、外国の人とですね、接してですね、

気軽にですね、話ができる、そういう子どもたちを育てなければいけ

ないというふうに考えています。そういった意味ではですね、本当に

教育とか文化とか産業とか、すべての分野において、この国際化はと

っても重要な部分を占めています。村においてもですね、今いろんな

形でですね、英語の指導助手とかですね、あるいはこの間、収穫祭に

歌を歌いに来てくれたミュージシャンの方がおられました。東京をで

すね、中心に活動しておられます。その方が、幼稚園に行って、いろ

んなですね、お話をしたり、歌を歌って、子どもたちは目を輝かして

ですね、保育園の子も幼稚園の子もですね、ホールでですね、聞き入

っていました。私はね、それが大事だというふうに思います。あるい

は、いろんな方たちとですね、接する機会があるわけですけれども、

十勝のですね、モーターパークであればですね、たとえばプロレーサ

ーの方がですね、アジアからやって来る、いろんな形で、この村にも

ですね、たくさんそういう形があります。いろんなきっかけがあると

思うんですよね。十勝管内ではですね、本当に私も調べましたけれど

も、結構多くのところでですね、国際交流っていうのが、姉妹提携都

市っていうのがされています。まちによってはですね、同じ都市とで

すね、提携をしているところもありますし、横の連携も繋がっていま

す。たとえばカナダとかですね、いろんな部分で、同じ共通のですね、

お国を相手にされているところもあります。あるいは姉妹都市交流の

ですね、参考事例をですね、見ますとですね、これは国際、自治体国

際化協会というところで、姉妹都市を結ぶ、あるいは自治体がですね、

どういうところを探していますか、どんな繋がりがもちたいですかっ

ていうところについてですね、問い合わせをすればですね、これ、い

ろいろとですね、助言をしていただいたり、相手国を紹介していただ

いたりっていう、そういう協会があります。その中でですね、私見て

みたんですけれども、中国との、中学生の交流あるいはですね、米国

の帆船、帆船ありますよね、帆船の寄港をきっかけにした交流、ある

いはですね、バスケットボールを通した交流、スポーツですね、とか

ですね、マラソン大会の交流、あるいはですね、１つ、一粒の麦って

いうんですか、農産物を介した交流、非常にですね、様々な交流がな

されています。私はですね、今その中でですね、段階が先ほどあると

言いましたけれども、友好都市、あるいはそれから姉妹都市に繋がっ

ていくわけですけれども、様々ないろんなきっかけの中からですね、

そういう形でですね、国際化に向けた歩みをですね、少しずつですね、

検討し、機会があるごとにですね、それを捉えてですね、もしそうい
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うきっかけがあれば前進をさせていきたいというふうに考えていま

す。以上、答弁とします。 

議   長    ２番 太田さん 

２番太田議員  はい、村長とは、今の答弁の中で、とっても共通の認識を持ってい

るなと私は感じました。そこでですね、なので私はちょっと教育面に

関しても、子どもたちの未来のことを考えて、ちょっとお話させてい

ただきたいと思います。この問題はですね、本当に今求められている、

僕はニーズだと思ってます。子どもたちの未来を考えても、その子育

て世代、子どもを育てていく世代に対しても、本当に重要な事だと思

っていて、このグローバル化、国際化が進むにつれ、住民も異文化の

背景に持つ人々とのコミュニケーションをとる必要に迫られるように

なってくるんだと、私は思っております。そのコミュニケーションや

経験を、訓練等を受けていなければ、少なからずコミュニケーション

上困難に直面することとなる、やはりこういったところを克服するた

めには、様々な文化を理解し、対応しようとする異文化間のコミュニ

ケーション能力、これを身につける以外の方法はないと考えておりま

す。住民に可能な限り、異文化と触れ合う環境や機会を提供し、地域

全体の国際意識を高める施策、住民全体に何らかの形でもいいので、

その国際化というものを認識させていく、そのために私はこの国際交

流を結ぶということは、１つの手段だと考えておりました。それが後

期高齢化社会、人口問題を解く鍵にもなる、そう思っております。な

ぜならこの国際化する中で、子育て世代や子どもを育てる世代、この

人達に求められているニーズであるし、必要に迫られているニーズな

んです。問題を提起し、それを不安に思うだけではなく、解決したい

んです。その解決が、解決に村が矛先を向け、発信すれば、子育て世

代、子どもを産む世代に、未来の光を与え、それが若者の移住、定住

に繋がり、2025 年の高齢者が増えて、高齢者を見きれない、この逆三

角形の人口ピラミッドが、若者が高齢者を支える理想的なピラミッド、

これができる、更別にはそれができる力がある、私はそう思っており

ます。この国際姉妹都市だけではなく、このような形をとおして、い

ろいろな面でグローバル化に対応し、発展していってほしい、私は切

にそう願うばかりであります。村長の答弁でありましたとおり、この

グローバル化が進む中での、その必要性というものは、本当、私も感

じて、村長も必要だと感じている、私も必要だと感じている共通の認

識を持っていますが、この喫緊性ですね、私はこの喫緊性も高い課題

だと本当に思っているわけですが、村長はその喫緊性の高い課題とい

うことに関して、どうお考えかお聞かせください。 

議   長   西山村長 

村   長 

 

ただ今のですね、太田議員のご質問にお答えをします。喫緊の課題

であるかどうか、喫緊の課題であるというふうに考えております。こ
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議   長 

れはですね、先ほどもお話をしましたけれども、教育だけではなくて

ですね、今本当に我々に振りかかっているですね、ＴＰＰの問題、こ

れは本当に喫緊の課題であります。これはやっぱり国際化というより

もですね、国際問題としてですね、深く受け止めなければいけません

し、これは我が村のですね、農業の未来とかですね、日本の農業の未

来、これに直接関わるものであります。そういった意味ではですね、

本当にその部分のですね、本当に国際的な感覚でですね、農業、そう

いうものを考えていく。今の生産者の方々もそうですけれども、後継

者も含めてですね、そういう視点を持った農業経営あるいは農業基盤、

農業振興、そういうものに努めていくという意味でですね、私は喫緊

の課題であるし、それについてはですね、前に進んでいかなければな

らないというふうに考えています。以上、答弁といたします。 

  ２番 太田さん 

２番太田議員 はい、ありがとうございます。地域住民、異文化に対する意識、対

応能力の向上、様々な産業の発展、更別村の発展に繋がるようにして

ほしいと思っております。これで私の一般質問を終わらせていただき

ます。ありがとうございました。 

議   長   ４番 織田さん 

４番織田議員 議長の許可を得ましたので、通告に従いまして一般質問させていた

だきます。なお、一部、午前中の安村議員との質問と被るところがあ

りますが、あえて質問させていただきます。まず特産品の取り組みに

ついて、村長のお考えをお伺いしたいと思います。本村では、特産品

開発、研究等に取り組むどんぐり推進部会を始め、個人やグループで

も商品開発等に取り組んでいる方が多数おり、多くの商品等がありま

す。またメークインや野菜類を含めた数多くの農畜産物や、それを使

った加工品等もあります。このように多くの農畜産物や加工品、商品

の中から、更別村の特産品と言われるものを見出し、その知名度を向

上させるために、今後どのように取り組みを進めていくか、村長の考

えをお伺いしたいと思います。 

議   長   西山村長 

村   長 織田議員の特産品への取り組みについて、の質問にですね、お答え

をいたします。午前中のですね、安村議員のご質問にもお答え申し上

げましたが、本村のですね、特産品開発の取り組みにつきましては、

本村の良質な農畜産物を広くＰＲするとともに、付加価値向上による

安定した農業経営基盤の構築並びに新たなですね、雇用の場の創出に

よる地域活性化を図るため、どんぐり推進部会での商品開発やふるさ

と創生事業でのですね、特産品開発チャレンジ事業助成事業、助成制

度ですか、等に取り組んでいるところでございます。議員の質問にあ

りますとおり、本村の特産品開発は、どんぐり推進部会での取り組み

のほか、個人の方も含む民間事業者や更別農業高校においてもですね、
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取り組まれております。最近ではですね、更別うどんに加え、すもも

関連の商品が多く開発されているところで、品数もですね、増えてい

るところであります。商品化された特産品についてはですね、観光パ

ンフレットやホームページに掲載し、周知しており、一部はふるさと

応援寄附金のお礼にも活用させていただいているところであります。

しかしながらですね、商品化に向けた加工製造に取り組める事業者が

少ないことや、大量生産の体制が整っていない商品もあることから、

引き続き特産品開発チャレンジ事業等による支援にですね、取り組ん

でいくことが必要であると考えております。平成 26年度から取り組ん

でおります観光物産の一元化事業はですね、平成 28年度でですね、３

年目を経過することからですね、今後の商品の充実を見計らって、特

産品のＰＲパンフレット等を作成し、道外を含め広くＰＲをするほか、

各種商談会へのですね、参加等もですね、検討し、ＰＲの強化を図り、

知名度の向上にですね、努めて参りたいと考えております。以上、お

答えといたします。 

議   長   ４番 織田さん 

４番織田議員 私は、あの道内外のＰＲも必要なのはわかりますが、やはり１番必

要なのは、村民の理解、協力を得ることだと思います。管内には、ワ

イン、そば、長芋、メークイン等、その町の特産品があり、また名の

通っているものが数多くあります。しかしそれは、短い年月でできあ

がったものではなく、何十年も前から地道に生産し、普及に取り組ん

できた結果が、今日の結果に結びついていると思います。本村におい

ても、先ほど村長が仰られたように、うどんやすもも加工品等をはじ

め、多くの特産品と言われてるものがありますが、これをどれだけの

村民の方が、その多くの品物を手にとってみて、食べたり、利用して

みたことがあるでしょうか。私は特産品については、住民の理解と協

力の下で、粘り強い生産そして長い期間かけての普及、取り組みが、

何と言っても必要ではないかと思いますが、その点、村長の考えをお

伺いしたいと思います。 

議   長   西山村長 

村   長 今、織田議員さんのですね、本当にご指摘のとおりででございます。

この間ですね、総合戦略を立てる時の夢大地のですね、委員の方から

同じようなご指摘をですね、厳しいご指摘をいただきました。更別産

うどん、あるいはですね、ほかの商品に、製品にしまして、特産品に

しましてもですね、実際にそれを食べた村民の方がどのぐらいいるん

ですかと、本当にたとえばうどんだけじゃなくてですね、すももも和

えたですね、いろんな商品開発されてますけれども、その部分につい

てですね、本当に食べた方、何人いますか、本当に周知されてますか

っていう質問を受けました。で、私ですね、本当に率直に申し上げま

してですね、いろんなイベントとかですね、外に向けてのＰＲもあり
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ますけれども、本当に実際村内の皆さんの中でですね、本当にどれだ

け周知徹底、徹底っていうことはありませんけれども、特産品がです

ね、どれだけ周知されているのかっていうことについてはですね、こ

れは非常にですね、反省しなければいけないんではないかというふう

に考えています。まさにご指摘のとおりですね、本村で作ったもの、

それについてですね、特産品について周知徹底をする必要があります

し、親しくですね、親しんでもらってですね、食していただく。やっ

ぱりそこがですね、やっぱり第１にですね、必要ではないかというふ

うに考えております。もう１点ですけれども、長い年月をかける必要

がある、粘り強くする必要があると。その通りですね。おっしゃると

おりです。ほかの町村もですね、一長一短、一朝一夕っていうんです

か、そんな短期間でですね、特産品の開発ができたわけではありませ

ん。池田のですね、ワインにしてもですね、ほかの川西産の長芋にし

てもですね、これは生産者の苦労とかですね、あるいはそういう技術

のですね、いろんな部分のところでですね、本当にご苦労があってそ

ういうふうな商品ができていると、特産品ができていると思います。

そういう意味ではですね、本村としてもですね、長いスパンでですね、

粘り強く、そしてですね、しっかり定着するようなですね、そういう

ような特産品の開発の仕方に向けてですね、取り組んでいかなければ

ならないというふうに考えているところであります。以上でございま

す。 

議   長   ４番 織田さん 

４番織田議員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 秋の収穫祭等、イベントに行ってみたときに、村長さんおっしゃら

れたように、皆さん利用してるわけなんですが、特に野菜や特産品等、

買い求めている方が多く目にいたします。また住民の方からは、村内

で生産されている農畜産物や加工品あるいは特産物を、買う機会や場

所が少ないという声をよく耳にいたします。私は地産地消の観点から

も、村内で生産されている農畜産物あるいは加工品、特産品を、大い

にやはり住民の方に消費、利用していただくとともに、また地方にお

歳暮や土産物等として送ったりなんかして、利用する、利用して頂き、

その折には是非あの、特産品の、更別村の特産品のパンフレット等を

入れるような、ＰＲしていただきたい。これは草の根的な運動で、住

民あげての応援が私は必要だと思います。またそのためには、住民の

利用しやすい場所に、そしてまた、大型遊具があり、村外から数多く

の人が訪れ、立ち寄りやすい場所に、特産品や農畜産物、そして加工

品等を一堂に集めた物産センター的なものを考えてはいかがでしょう

か。またそのような展示、販売できる場所があるということで、個人

やグループで特産品開発に取り組んでいる方もずいぶんおると思いま

すので、その人達にとっても、やはり希望を持っていただけるのでは

ないかと思いますが、その点、村長はどのように考えているかをお伺
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議   長 

いしたいと思います。 

   西山村長 

村   長 私も、議員さんとですね、同感であります。いろんなですね、イベ

ントに行ってですね、本当にこの間もですね、収穫祭の時に青年部の

方々、野菜を持って来ました。あっという間に完売ということであり

ました。ほかのイベントでもそうであります。やはり更別産のですね、

野菜とかですね、農産物は非常にですね、安心安全で、やっぱり品質

が、っていうか品物っていうんですか、本当に皆さんからですね、好

かれているっていうふうに考えております。そういう点ではですね、

本当に住民の方に、やっぱり消費していただくっていうこともですね、

必要だというふうに考えてます。学校なんかではですね、給食の時に

ですね、誰々さんが作った、どこどこ区の誰々さんのところの人参で

すよ、あるいはじゃがいもですよっていうようなことで、給食には提

供されます。子どもたちはそれを見て、ああ、地元更別で作られたも

のなんだなっていうようなことは思いますけれども、村の方にもです

ね、そういった点ではですね、そういう場所とかですね、いろんな部

分も含めて考えなければいけないのかなっていうようなことを考えて

います。私、芽室にも若干いましたけれども、愛菜屋というのがあり

ました。今では非常にですね、大きな建物になってますね。でも実は

ですね、最初はですね、本当に町内の方々にですね、新鮮な野菜を食

べてもらおうと思って、本当に小さな小屋といったら怒られますけれ

ども、そういうところでした。あそこから始まったんですよね。そし

て地道に続けて、今は産地、作っている人が見えてですね、そして紹

介もして、安心安全なですね、野菜を提供する、町内の方だけではな

くてですね、広く管内からもたくさんですね、来られている。私は非

常にですね、地道な積み上げでですね、あそこまでいったんではない

か、村にも必要なことではないかというふうに思っています。先日で

すね、農業後継者の方からですね、何人かからお話を聞きました。実

はいろんな野菜をですね、売ってみたい。たくさん人が来てるよね、

大型遊具のところ。そういうところで、自分のつくったものをですね、

こう、商売じゃないんだと。こんないいもの作ってるんだよっていう

のを見てもらいたいんだっていうようなお話もありました。私はです

ね、いたく感動しましてですね、本当にそういう場所をですね、提供

できたらいいと思いますし、札幌なんかに行くとですね、軽トラにで

すね、自分たちの家でつくった、おうちで作ったですね、野菜をたく

さん集まってですね、10台も 20台も軽トラックが止まってですね、そ

こにたくさんの市民の方々が来てですね、野菜を購入してる、そうい

う場面を見かけました。私は何もですね、こう構えてしなくてもです

ね、その人達にはたらきかけて、場所とかですね、提供してお願いを

すればですね、そういう場も提供できるんではないかというふうに考
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えていますし、是非そうしたいというふうに思っています。できれば

ですね、愛菜屋のようにですね、愛菜館のようにですね、本当にそう

いう場所をですね、特産品の開発だけではなくて、あるいは加工とか

流通とか、そういう商業ベースっていうわけではありませんけど、そ

ういうものに載せるような部分でですね、そういうようなアピールす

る場所とかですね、アンテナショップとか、そういうものの設置がね、

できればいいのかなっていうようなことを思ってますし、それについ

てはですね、そろそろ検討する時期に来てるんではないかというふう

なことを考えております。草の根からですね、住民の皆さんに、本当

にですね、本当にそういうものは口コミで広がっていきます。どんど

ん、どんどん更別のですね、良い所、良い物をですね、広く内外に働

き掛けながらですね、そういう特産物のＰＲもですね、行っていきた

いというふうに考えております。以上でございます。 

議   長   ４番 織田さん 

４番織田議員 村長の答弁に期待いたしまして、以上で終わらせていただきます。

ありがとうございました。 

議   長   ３番 髙木さん 

３番髙木議員 通告に従い、一般質問させていただきたいと思います。今回、一般

質問につきましては、市街地活性化事業の現状と課題ということで、

市街地活性化事業におけるまちなか形成の取り組みについて、お伺い

したいと思っております。よろしくお願いいたします。地方創生と市

街地活性化についてということで、活性化協議会の答申後、一歩一歩、

着実に事業を今、進めてきています。その効果は少しづつ現れてきて

いまして、村内外で更別村の取り組みをすごく評価していただいてい

るというのは、村民もうれしく思っているところであります。今後は

関係機関はもちろんですが、村民みんなで、持続的な取り組みをして

いかなければならないと思っております。村において、市街地中心部

から郊外へと住居、福祉、教育と、ゾーン化が進み、各分野の機能の

充実は図られましたが、中心市街地の形成には課題も見え始めました。

その結果、活性化事業に取り組み、今事業を行っているところであり

ます。賑わいあるまちへと戻りつつある市街地中心部を、さらに活性

化していくために、今現在、活性化事業で未実施の事業が、今後の村

づくりにおいてとても重要なものと認識しています。総合計画や総合

戦略の検討会議でも、さまざまな角度から皆さまから意見をいただき、

検討されていることと思いますが、なかなか方向性が見えてきていま

せん。農業振興、2040 年の高齢者問題、雇用問題、観光振興と、未来

に向けて進めていかなければならない問題が山積みの中、まちなか形

成に向けて、事業の連動性も重要であります。行政も議会も、住民の

思いを聞き進めることはもちろんですが、所信表明から半年が過ぎ、

村長から具体的な村づくりのビジョンを示す時期が、もう来たのでは
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ないかと思っております。旧開発庁舎の活用については、平成 28年に

事業推進をしたいという計画がされていました。この時期に方向性が

見えていなければ、事業は来年度進められません。まちなか活性化の

効果もどんどん薄れていきます。是非、村長のお考えをお伺いしたい

と思います。よろしくお願いいたします。 

議   長   西山村長 

村   長 髙木議員のですね、市街地活性化事業の現状と課題についてのご質

問にお答えをいたします。市街地活性化事業につきましてはですね、

住民の皆様や、各団体のご協力により、市街地公園のリニューアル、

花いっぱい運動、市街地誘導看板の設置、運動広場の機能向上、交流

拠点施設の整備等と進めさせていただいております。また本年度実施

のですね、交通量調査においてはですね、更別インターチェンジ開通

時と比較して、更別インターチェンジのですね、利用台数が延伸の影

響にですね、より減っているにも関わらず、市街地本通りにおいては

ですね、自動車交通量は多少減少しているもののですね、インターチ

ェンジ開通前と比較するとですね、逆にですね、増加をしている、そ

ういう状況にあります。これらの状況はですね、市街地商店街の熱心

な取り組みとですね、市街地活性化事業の効果の現れではないかと考

えております。活性化事業の目標とする、賑わいと元気を生み出すま

ちづくりに向かって進んでいるものと考えております。市街地中心部

におけるですね、賑わいの創出についてはですね、特に新設の交流拠

点、ｍａ・ｎａ・ｃａですね、リニューアルされた大型遊具がある農

村公園、あと旧開発跡地がですね、隣接する施設であることからです

ね、これらをですね、すべてですね、有機的な連携によるですね、整

備効果をですね、見込まれている状況にあります。私はですね、この

度村政をですね、担うにあたりまして、村づくりの３原則として、「住

みたい村・住み続けたい村」「働ける村」「訪れたい村」と示させてい

ただいております。子育て支援、医療、福祉、住環境の整備の充実に

よるですね、「住みたい村・住み続けたい村」農業、商工業の振興、雇

用の機会の創出による「働ける村」、観光振興、交流人口の増加による

ですね「訪れたい村」、これらの３原則をもってですね、村づくりを進

めていくものであります。議員が言われるようにですね、活性化事業

の効果を持続的にしていくためにはですね、事業の連動性を図ること

から、旧開発庁舎のですね、活用をですね、早期に取り進めて行くこ

とが、大変重要だと考えています。旧開発庁舎はですね、南１線に隣

接する交通量の多い市街中心部に隣接する土地であり、その地の利を

活かした活用を考えるときにですね、私の言うですね、働ける村、訪

れたい村に属するですね、施設整備がですね、考えられるところでは

ないかとは思っております。これらの分野についてはですね、民間の

経営的な考えも必要となることからですね、将来にはですね、採算も
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考えた施設の整備も視野に入れて、民間主導でですね、進めるべきと

の考えでいるところです。現時点ではですね、明確な施設整備につい

ての青写真はありませんけれども、現在調査中のですね、更別農業高

校と連携したですね、特産品開発調査委託の結果もですね、見ながら

ですね、旧開発跡地の整備についてですね、検討を進めてまいりたい

というふうに考えております。以上、答弁といたします。 

議   長   ３番 髙木さん 

３番髙木議員 答弁ありがとうございます。今、早期に進めていかなければならな

いという中で、まだ青写真はできていないということで、じっくりと

進めていきたいという考えのようですが、村長はもう住民の声を聞い

て、住民が参画する村づくりをということを常々言われてまして、そ

ういう部分では様々な検討会議等も含めて、住民の声を聞きながら、

充分に進めているとは思いますが、なかなか住民すべてが同じ方向性

に向くというのは、なかなか難しい部分がありますので、やっぱりこ

こはトップダウンでも結構ですから、僕はこうするんだというビジョ

ンというか、やっぱりそういうものを、やっぱり村の、村づくりのビ

ジョンというものを、やっぱり住民に発信するべきだと思います。そ

の中で、その意見を聞いた中で、さらに住民の意見を聞きながら、関

係機関も含めて検討していかなければ、前にはちょっと進んでいかな

いんではないかと思います。村長の中の考えだけで、様々な調査、検

証云々を進めていっても、これは一歩も進まないと思いますので、是

非その辺は、そろそろ本気になって、村長の思いというものをやっぱ

り村民にぶつけるべきではないかと思っております。更別村において

は、各議員も今日の一般質問の中で、様々な課題という部分で質問さ

れています。それにすべてが繋がってくる部分が、この開発庁舎には

あると思っております。農業関係も含めて、特産品開発、加工等、グ

ローバル化も、いろんな部分がこの開発庁舎の全部繋がってくる要素

がたくさんあるので、その部分をしっかりと受け止めた中で、進めて

いかなければならないと考えます。市街地活性化の中の賑わいを創出

するということで、この活性化事業がどんどん進んできて、一時期す

べての公共施設が中心街からなくなり、人の声が、歩いている姿がな

くなった商店街、中心街から、今やっと村外からも人が来て、村民も

街の中を歩くようになってきて、やっと賑わいが出てきました。大型

遊具ができた時には、村外、村内も含めて多くの人が来ていただいた

んですが、立ち寄る場所がなくて、そのまま帰ってしまったと。その

後、冬になって遊具が使えなくなった時に、ｍａ・ｎａ・ｃａがオー

プンをして、これがもし夏だったら、もっと人、活用していただけた

のかなと、今交流館ができて、今様々な住民が活用していただいて、

賑わっています。さらにこれをまだ広げるためには、そこにまた村外

の人を、冬場連れてこなければなりません。そのためには、必ず何か、
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連動したものをしていかなければならない、そういう考えも必要だと

思います。さらに通年的に、街の中に人の賑わいをつくるためには、

もしかすると高齢者向けの住宅、施設、介護施設、介護等の職場も含

めた中で、そういうものを置くことによって、高齢者の買い物難民の

問題解消も含めて、中心街の活性化にもなる。様々な、いろいろな観

点がある中で、皆さんこれがいいよ、あれがいいよという意見がある

中で、なかなか決めれないのは、やっぱりこれは、やっぱり上がしっ

かりとビジョンを示して、こうしたいんだと、村づくりはこうするん

だと、中心部はこうするんだというのを、やっぱりしっかりと示して

いただきたいと思います。その部分で、今村長が言える部分で結構で

すので、ビジョンというものをしっかり、ちょっと示していただけれ

ばありがたいと思いますが。 

議   長   西山村長 

村   長 今ですね、髙木議員さん、おっしゃるとおりでございまして、私は

ですね、開発跡地はですね、この村のですね、中心街あるいは市街地

活性化、ひいてはですね、村の発展にとってですね、大きなキーポイ

ントっていうか、キーワードといいますか、試金石をですね、担って

るというふうに、私自身はそういうふうに考えております。今大型遊

具ができて、村長室から見えます。連休あるいはお休みの時にですね、

たくさんの人たちが来ます。管内はもとより、本州からもたくさん来

られます。私は来る度に下に降りて行ってですね、何か足りないもの

はないですか、どうですか、非常にすばらしいですね、この村は。こ

んな立派な遊具があって、向こうにはアスレチックがあって、そして

温泉もあると。そしてモーターパークの方とかですね、こんな素晴ら

しいところありませんよ、みんな口コミでですね、たくさん来ていら

っしゃいます。平日もですね、観光バスが３台止まります。そしてで

すね、小さな子どもたちが遠足に来てですね、ご飯を食べて帰ってい

きます。そしてですね、まあ青年部たちね、商工会の青年部たちが自

転車を貸出をしました。で、これもですね、たくさんの方が利用され

ています。見てみるとですね、何と、私が選挙前に言ってましたです

ね、点と点をですね、線で結びたい、人の動線として繋げたいってい

う話をしました。それにはですね、ｍａ・ｎａ・ｃａの完成がですね、

これは一つの大きなポイントになるというふうにもお話しました。ま

さに、今ですね、大型遊具から、そして街なかにですね、人がですね、

流れがですね、できています。そして国道の方にもですね、流れって

いうんですか、食事とかですね、いろんな部分を含めてですね、出て

います。そういった点から見るとですね、こんな絶好の機会はありま

せん。これをですね、本当になんとかしなければいけません。そのた

めにはですね、この点と点と点ですね、動線を結ぶ中に、やっぱり開

発の跡地をですね、その中に付け加えるわけです。あそこをですね、
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座して見ているのではなくてですね、いろんな今、髙木議員さんのお

話ありましたけれども、やはりですね、あそこを活性化する意味でで

すね、重要な拠点としてですね、やっぱり考えていかなければならな

いと思います。私はですね、市街地活性化地域のですね、実施計画の

中、未実施と議員さん、髙木議員さんおっしゃいましたけれども、そ

のとおりですね、開発庁舎跡地のですね、利活用の案ということで、

５点ほど出ていました。農業実習生宿泊施設、お試し体験住宅、特産

品の直売所、農産物の加工工房、交流拠点施設用格納庫、管理、施設

管理運営事務所、非常にですね、たくさんのアイディア、意見交換が

なされています。私はね、そこを活かさなきゃいけないというふうに

思うんですよね。ずっと論議をされてきました。そして今、ちょっと

止まっています。でそこの部分を何としてもですね、動き出さなけれ

ばいけないというふうに思いますし、これはですね、午前中の質問を

いただいた議員の皆さんのそれぞれの質問、すべてそこに集約もでき

ます。いろんな部分で、特産品の開発、あるいは流通、国際化、老人

福祉とかですね、いろんな部分、そこの事も含めてですね、いろんな

観点からですね、利活用についてはですね、考えることができるので

はないかというふうに思います。私はですね、ビジョンをですね、指

し示したいというふうに考えております。いろんなですね、調査をし

たりですね、あるいは更別農業高校さん、あれだけですね、いろんな

部分、特産品を開発してます。私すごくうれしかったのはですね、毎

日新聞の農業記録賞の中で、３年生のですね、菅さんだったと思いま

すけれども、ここに書いてあるんですね、いろんなすもものパティシ

エールとかですね、いろんな部分をずっと作ってきました。その中に

ですね、原料、生産物を活かし、付加価値を創造する取り組み、更別

村をもっと豊かに、笑顔あふれる地域づくりに貢献したいという強い

意志から、っていうふうなことを書いてあります。更別村をですね、

本当に愛してくれていて、そしてですね、その更別村に、何とか自分

たちの力を貢献させたいという、そういう部分も含めて、高校生がで

すね、がんばっているその加工品とかですね、いろんな部分について

もですね、特産品についてもですね、何らかの形でですね、活用でき

るような部分、そういうものをですね、考えていければいいのかなと

いうようなことを思います。ただ、今のところ、これっていうふうな

ものはですね、お示しはできません。しかしながらですね、こういっ

たものを作りたいということについてはですね、いろいろなですね、

調査の結果等踏まえてですね、じっくりじゃなく、速やかにですね、

ご提示できる段階が来ればですね、提示をしたいというふうに考えて

います。その中でですね、皆さん方のですね、議員の皆さん方のご意

見もお聞きし、また村民の方の意見もお聞きしながらですね、開発跡

地のですね、再構築に向けてですね、前進をさせていきたいというふ
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うに考えております。以上、答弁といたします。 

議   長   ３番 髙木さん 

３番髙木議員 ありがとうございました。村長の思いというものも充分伝わっては

来てます。本当に各議員も、様々な考えという部分で、村長にぶつけ

てきました。それが本当、１つ、全部あの中に収まれるような、１つ

の、あそこに村を作るような、壮大な計画みたいなのが、もしできれ

ば、本当にすばらしことになるのかなとは思います。ただそこまで、

本当に進んでいけるかは、なかなかちょっと難しい部分もたくさんあ

るとは思いますが、担当課の産業、企画等も含めて、様々な関連の担

当課も一生懸命、職員がんばっていろんなアイディア出してくれてま

す。それも充分と聞いていただいて、さらに議論をやっぱり深めてい

ただきたい。皆さんが思いを、やっぱりなかなかこう、共有できない

部分があるかなっていうイメージが、どうしてもあります。だからも

っともっと、どんどん、どんどん共有できる場を、どんどん作ってい

ただいて、それをどんどん村民に発信していただきたい。そうするこ

とによって、我々議員も、それに連動して、がんばってそれに共有で

きるような考えを、さらにアイディアを出していければいいかなと思

っております。ただ先ほど、民間主導でというお話で、言ってました

が、ここはちょっとすごく難しい部分なのかなと。それはやっぱり村

として、どうしても重要課題というのであれば、やっぱり村主導で、

しっかりと計画を作って、やっていただきたい。そして早期に、更別

村のシンボルとなる街なかをつくっていただければいいかなと思いま

すので、是非またその思いを早めにお示しいただければいいかなと思

っております。 

議   長   西山村長 

村   長 今、髙木議員さんのですね、ご指摘の点、お話のあった点、しっか

りとですね、受け止めてですね、取り組んでまいりたいというふうに

思います。以上でございます。 

３番髙木議員 どうもありがとうございました。よろしくお願いいたします。以上

で一般質問、終わらさせていただきます。 

議   長  これをもって、一般質問を終了いたします｡ 

 日程第６、議員の派遣の件を議題といたします。 

平成28年１月21日に村内で開催される村づくり懇談会に全議員を派

遣したいと思います。 

これにご異議ありませんか。 

（異議なしの声あり） 

議   長 異議なしと認めます｡ 

 したがいまして、平成 28 年１月 21 日に村内で開催される村づくり

懇談会に全議員を派遣することに決定をいたしました。 

議   長 日程第７、閉会中の所管事務調査について、総務厚生常任委員会は、
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村有財産の利活用について、もう１点、学童保育の現状と今後につい

て、産業文教常任委員会は、農業基盤整備について、議会運営委員会

は、議会運営について、議長の諮問に関する事項について、議会広報

について、それぞれ閉会中の所管事務調査として調査したい旨、各委

員長より申し出があります。 

 おはかりをいたします。 

 各委員長から申し出のとおり、閉会中の調査に付することにご異議

ありませんか。 

（異議なしの声あり） 

議   長  異議なしと認めます｡ 

 したがって、各委員長からの申し出のとおり、閉会中の調査に付す

ることに決定をしました｡ 

 以上をもって、本定例会に付議された案件は、全て終了いたしまし

た｡ 

したがいまして、会議規則第７条の規定により本日をもって閉会を

したいと思います｡ 

これにご異議ありませんか。 

 （異議なしの声あり） 

議   長 異議なしと認めます｡ 

したがって本定例会は、本日をもって閉会することに決定をいたし

ました｡ 

 これにて平成 27年第４回更別村議会定例会を閉会をいたします。 

                          （18時59分） 

 


